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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は､カンボジア王国､ラオス人民民主共和国､マレーシア､ミャンマ

ー連邦､タイ王国、ベトナム社会主義共和国各国と締結した討議議事録（R/D）に基づき、技術協

力プロジェクト「カンボジア､ラオス､マレーシア､ミャンマー､タイ、ベトナムにおける家畜疾病

防除計画地域協力プロジェクト（フェーズ 2）」を 2008 年 2 月から 2011 年 2 月までの計画で実施

しました。 

当機構は、本プロジェクトが活動を終えるのに先立ち、プロジェクトの成果を確認し、今後の

プロジェクトに関する提言と教訓を得るべく、2010 年 12 月 5 日から 2011 年 1 月 14 日まで JICA

国際協力専門員 多田融右を団長/総括とする終了時評価調査団を同国に派遣しました。 

調査団は、本プロジェクトの実績、実施プロセス、評価 5 項目に関する情報を各国ごとに収集・

分析し、評価結果を取りまとめ、調査に関するミニッツに署名しました。本報告書は、今回の終

了時評価調査の結果を取りまとめるとともに、今後の協力の更なる発展の指針となることを目的

にしています。 

終わりに、プロジェクトの実施にご協力とご支援を頂いた両国関係者の皆さまに、心から感謝

の意を表します。 

 

平成 23 年 3 月  

 

独立行政法人国際協力機構 
農村開発部長 熊代 輝義 
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ND Newcastle Disease ニューカッスル病 
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評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国  名：カンボジア王国、ラオス人民民主

共和国、マレーシア、ミャンマー連邦、タイ

王国、ベトナム社会主義共和国 

案件名：カンボジア、ラオス、マレーシア、ミ

ャンマー、タイ、ベトナムにおける家畜疾病防

除計画地域協力プロジェクト フェーズ 2

（ADC-2） 

分  野：家畜衛生 支援形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：3 億 8,000 万円 

協力期間 2008.2.13～2011.2.12 先方関係機関：カンボジア王国〔農林水産省家

畜衛生生産局（DAHP）〕、ラオス人民民主共和国

〔農林省畜水産局（DLF）〕、マレーシア〔農業

省獣医サービス局（DVS）〕、ミャンマー連邦〔畜

水産省家畜改良獣医局（LBVD）〕、タイ王国〔農

業・協同組合省畜産振興局（DLD）〕、ベトナム

社会主義共和国〔農業農村開発省家畜衛生局

（DAH）〕 

日本側協力機関：農林水産省 

他の関連機関：なし 

１－１ プロジェクトの背景と概要 

タイ王国（以下、「タイ」と記す）及びその周辺国、カンボジア王国（以下、「カンボジア」

と記す）、ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）、マレーシア、ミャンマー連邦（以

下、「ミャンマー」と記す）、ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）では、流通

の改善により国境を越えた家畜の移動の増加が生じ、技術的にも体制的にも域内の疾病拡大を

調整・管理する機能が未整備であったため、家畜衛生に関する状況が悪化することになった。

各国は域内での疾病拡大を未然に防ぐ必要から家畜衛生技術の改善、地域的な防除戦略の確立

の重要性を認識し、わが国に対し、技術支援を要請した。 

JICA は、2001 年 12 月～2006 年 12 月まで当該地域における家畜疾病防除技術の改善を目的

とする広域技術協力プロジェクト「タイ王国及び周辺国における家畜疾病防除計画」（以下、「フ

ェーズ 1」と記す）を実施した。一方、フェーズ 1 の後半に当該地域で鳥インフルエンザ（Avian 

Influenza：AI）が発生したこともあり、各国の疾病防除技術の更なる強化に加え、域内及び国

内における疾病監視体制の強化が急務となった。 

このような背景の下、JICA は 2008 年 2 月に「疾病監視体制整備のための人材育成」「域内情

報ネットワークの整備」「国内疾病連絡網の整備」「各種疾病技術の定着」を目的とした同プロ

ジェクトのフェーズ 2〔カンボジア､ラオス､マレーシア､ミャンマー､タイ、ベトナムにおける

家畜疾病防除計画地域協力プロジェクト フェーズ 2（Project for Animal Disease Control among

Cambodia, Lao P.D.R, Malaysia, Myanmar, Thailand and Vietnam Phase 2：ADC-2）〕を 3 年間の予定

で開始した。 

本プロジェクトは、6 カ国を対象とする広域技術協力プロジェクトであり、3 名の長期専門家
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（チーフアドバイザー、家畜疾病防除、業務調整）が、タイ農業・共同組合省畜産振興局

（Department of Livestock Development：DLD）を拠点に、各国のカウンターパート（Counterpart：

C/P）機関によるパイロットプロジェクト及びタイ、マレーシア、ベトナムを中心とした域内で

の活動に関し、技術指導を実施してきた。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

地域（6 カ国）レベルにおいて越境性家畜疾病の監視体制が構築される 

 

(2) プロジェクト目標 

現場（パイロットサイト）、地方、中央レベルにおいて越境性家畜疾病の監視体制が構築

される 

 

(3) 成 果 

１ 家畜疾病監視技術が定着する 

２ 家畜疾病監視情報に係る体制が整備される 

３ 家畜疾病監視に係る地域（6 カ国）レベルの枠組みが構築される 

 

(4) 投入 （2010 年 1 月の中間レビュー時点）  

【日本側】 

長期専門家派遣 3  機材供与* 2,900 万円

短期専門家派遣 55 カ月 ローカルコスト負担 1 億 4,300 万円

研修員受入 7 名  

* 現地調達その他を含む 

 

【各国側】 

カンボジア C/P 配置：5 名 ローカルコスト負担: － 

 第 5 回 域 内 合同 調 整 委 員会 （ Regional Joint Coordinating 

Committee：RJCC）開催 

ラオス C/P 配置：4 名 ローカルコスト負担： 2,500US ドル 

 第 6 回 RJCC 開催 

マレーシア C/P 配置：8 名 ローカルコスト負担： 1 万 6,399 US ドル 

 第 2 回 RJCC 開催、マレーシア人専門家の派遣 

ラボ検査技術域内研修、家畜疾病診断研修ほか、開催 

ミャンマー C/P 配置：11 名 ローカルコスト負担： 2,271 万 1,150 KYATS

 第 4 回 RJCC 開催 

タイ C/P 配置：9 名 ローカルコスト負担：352 万 5,000 THB 

 第 1、7 回 RJCC 開催、タイ人専門家の派遣 

動物検疫域内研修、疫学（Epidemiology：EPI）調査モデルワー

クショップほか、開催 

専門家執務室 
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ベトナム C/P 配置：8 名 ローカルコスト負担: 2 万 2,400 US ドル 

 第 3 回 RJCC 開催、ベトナム人専門家の派遣 

ブタ呼吸器繁殖器症候群（Porcine Reproductive and Respiratory 

Syndrome：PRRS）診断域内研修 
 

２．評価調査団の概要 

調査団 団長/総括 多田 融右 JICA 国際協力専門員 

家畜疾病防除 窪田 宣之 独立行政法人動物衛生研究所 

協力企画 日高 弘 JICA 水田地帯第一課 企画役 

評価分析（マレーシア､ベトナム､ミャンマー）奥田 浩之 合同会社 適材適所 

評価分析（カンボジア、ラオス）藤本 抄越理 合同会社 適材適所 

評価分析（タイ、広域）井田 光泰 合同会社 適材適所 

調査期間 2010 年 12 月 5 日～2011 年 1 月 14 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認  

(1) プロジェクト目標の達成度 

指標１：家畜疾病監視能力を十分有する人員の数〔現場・郡・地方（一部中央）〕 

 家畜疾病監視の研修を受講し、新たに疾病監視能力の知見を得た職員数は下表のとおり。

 [単位：人] 

国名 地方（一部中央） 郡 現場 

カンボジア 7 / 4  7 / 23 87 / 176 

ラオス 21 / 3 31 / 40 121 / 162 

マレーシア 51 / 2 65 / 11 296 / 202 

ミャンマー 47 / 35 67 / 12 85 / 49 

タイ － － 3 / 4 

ベトナム 8 / 8 40 / 40 40 / 152 

達成値/目標値 

（目標値はプロジェクトで実施したモニタリング調査の結果に基づく） 

 

指標２：収集・分析された疫学データの数 

各国で収集・分析された疫学データの数 

国  データの種類(数) 

カンボジア 内部寄生虫、出血性敗血症（Haemoragic Septiceamia：HS）（２）

ラオス ウシ及び水牛の寄生虫、HS（２） 

マレーシア ニューカッスル病（Newcastle Disease：ND）（１） 

ミャンマー 結核（Tuberculosis：TB）、ブルセラ病（２） 

タイ 輸入牛・水牛の口蹄疫（Foot and Mouth Disease：FMD）（１） 

ベトナム ブタコレラ（Classical Swine Fever：CSF）（１） 
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(2) 上位目標の達成度 

指標：地域（6 カ国）レベルにおいて越境性家畜疾病の監視体制が構築される 

本プロジェクトが主導して、各国の局長レベル会議で、家畜移動の管理システムの調和

に向けた方向性と優先度の確認を行った。今後、メンバー国間でシステムの調整や共通化

が促進されることが期待される。ただし、具体的な成果を上げていくためには、地域内の

包括的な政策的枠組み、各国の強いコミットメントとリソースの提供など具体的な措置が

必要である。 

 

(3) 成果の達成度 

1) カンボジア 

成果１：家畜疾病の診断技術の定着 

研修及び短期専門家の指導によりコンポンチャム県ラボラトリー職員が寄生虫検査と

細菌検査の基礎診断技術を習得し、更に供与機材を活用し、ラボラトリーの機能が強化

された。 

 

成果２：通報連絡体制の整備 

既存の連絡体制があるもののその質・精度に問題があった。県、郡、村落家畜衛生ワ

ーカー（Village Animal Health Worker：VAHM）等の研修を通じて、より正確な情報が現

場から提供されるようになった。 

 

2) ラオス 

成果１：家畜疾病の診断技術の定着 

サバナケット県のラボラトリー職員が、寄生虫、細菌診断研修をビエンチャンの国立

家畜衛生センター（National Animal Health Center：NAHC）において受講し、更に NAHC

職員が県ラボラトリーに赴き現地で指導するとともに、日本人短期専門家による指導が

行われた。県ラボラトリーにおける確定診断について今のところ不可能であるが、基本

的細菌診断、基本的細菌検査については可能となった。 

 

成果２：連絡通報体制の整備 

村、郡、県、中央レベル間の既存の家畜疾病情報システムが確認されているが、適切

に機能していない。現在、2 つのラインの情報システムが存在しており、1 つは村長、郡

長、県知事のラインであり、もう 1 つは、村落獣医、郡農林局、県農林局のラインであ

る。情報を管理し、疾病の発生に対して迅速に対応するために獣医法にのっとった後者

のラインによる情報システムが促進されるべきである。 

 

3) マレーシア 

成果１：家畜疾病の診断技術の定着 

ND 診断技術は、国立獣医学研究所（Veterinary Research Institute：VRI）において、既

に確立されており、本プロジェクトでは、VRI からジョホールバル地域獣医研究所

（Regional Veterinary Laboratory-Johore Bharu：RVL-JB）への技術移転を図り、RVL-JB に
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おいて確定診断ができるようになった。また、短期専門家の指導により組織培養による

ウイルス分離が可能となった。養鶏農家及び生産者への指導・助言についても RVL-JB

が独自に取り組んでいる。 

 

成果２：連絡通報体制の整備  

農業省獣医サービス局（Department of Veterinary Services：DVS）は、家畜疾病通報の

ための情報ネットワークシステムのモデル化を進めてきた。併せて、国家家畜疾病防除

計画の下、ND のサーベイを定期的に行っており、これまでのところパイロットサイト

で ND は発生していない。今後は、情報・データの解析を行い、それを報告として DVS

で取りまとめ、郡においても共有し、ND の防除対策に貢献することが求められている。

 

4) ミャンマー 

成果１：家畜疾病の診断技術の定着 

マンダレー地域診断ラボラトリー（Regional Veterinary Laboratory Mandalay:RVL-Mdl）

職員は、ブルセラ凝集試験、寄生虫検査等について診断可能であり、通常業務として定

着している。 

タウンシップ（Township：T/S）職員のワクチン接種や治療の能力が強化され、畜産農

家との信頼関係の構築が図ることができた。 

 

成果２：連絡通報体制の整備 

RVL-Mdl と中央行政機関の間の疾病監視通報ネットワークは、RVL-Mdl の能力強化に

より向上した。畜水産省家畜改良獣医局（Livestock Breeding and Veterinary Department：

LBVD）は RVL-Mdl からマンダレー地域の家畜疾病に関する情報・通報を以前より多数

受け取るようになった。 

 

5) タイ 

成果１：家畜疾病診断技術の定着 

メーホンソン動物検疫ステーション（Mae Hong Son Animal Quarantine Station：

MHS-AQS）、動物検疫所ラボにおいて FMD のエライザ（酸素免疫測定法）（Enzyme-Linked 

Immuno-sorbent Assay：ELISA）診断が可能となった。今までのところ診断項目は、ブル

セラ病と FMD の 2 つであるが、今後、ELISA による診断が可能な対象疾病についても

検討されることとなった。 

 

成果２：通報連絡体制の整備 

農家、郡、県、DLD 間の通報体制は確立しているが、動物検疫所のデータを DLD の

みでなく県、郡の畜産事務所とも共有する一環したデータシステムの構築が期待されて

いる。 
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6) ベトナム 

成果１：家畜疾病診断技術の定着 

家畜衛生地域事務所 No.4（Regional Animal Health Office：RAHO4）は、短期専門家の

投入により、組織培養によるウイルス診断、その他各種細菌診断が可能となった。省家

畜衛生局（State Department of Animal Health：SDAH）ラボは機材の投入、職員のラボ技

術研修を RAHO4 において実施するとともに、短期専門家の指導により、基本的細菌検

査、寄生虫検査等が可能となった。 

 

成果２：連絡通報体制の整備 

通報体制の仕組みは、既に構築されていたが、プロジェクトの活動を通して、臨床診

断、レポート作成、通報の迅速さといった点で、既存の通報体制の向上が確認された。

現場の家畜衛生ワーカー（Animal Health Workers：AHW）は、家畜疾病の症状とその通

報の重要性を認識するようになった。 

 

7) 域内協力（マレーシア、タイ、ベトナム） 

成果３：域内における家畜疾病監視の枠組み構築 

① レーシア 

DVS、VRI が 3 回の研修・視察域内プログラム（ラボ検査技術、動物検疫、家畜疾

病調査）を実施するとともに研修のフォローアップとして、VRI 職員が参加各国のプ

ロジェクトサイトで実地研修を行っている。これにより、講師、受講者間における協

力関係が構築されることになり、VRI が今後、継続的にメンバー国への技術支援をす

るための基礎が形成されたと考えられる。 

② タイ 

動物検疫に係るワークショップ/スタディ・ツアー、動物検疫に係る実務研修、動物

検疫調和会議及び EPI ワークショップ等、8 つの域内活動のホスト国となった。動物

検疫は二国間だけでなく、第三国を経由して輸入されるものが増加している状況で 2

回にわたる動物検疫調和会議は、検疫政策における意味があり、また成果として共同

声明文を採択して継続的に本調和会議をつづけることを同意することになった。 

動物検疫実務研修においては、マレーシア同様、フォローアップ研修を行い、実務

者レベルの情報共有及び関係が構築された。 

③ ベトナム 

PRRS の経験・知見を基に、農業農村開発省家畜衛生局（Department of Animal Health：

DAH）/国立獣医診断センター（National Center for Veterinary Diagnosis：NCVD）はプ

ロジェクトと合同で、2010 年 9 月に PRRS に関する研修ワークショップをハノイで開

催した。近年のラオス、カンボジア、ベトナム、中国、フィリピンでの PRRS の発生

もあって、各国からの参加者からはワークショップで共有された情報や知見について、

高い評価があった。 
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３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い 

各国の政策文書等に明示されてはいないものの、域内協力を通した越境性の疾病防除の

重要性はメンバー国内で強く認識されている。本プロジェクトが主催した 2009、2010 年の

2 回にわたる各国の局長レベル会議で、家畜移動の管理システムの調和に向けた合同声明

が採択されたことからも、課題対応の重要性への認識が高いことが分かる。 

タイと日本のパートナーシップで第三国を支援することは、タイに対する日本政府の重

要な援助計画のひとつである。また、マレーシアに対する日本政府の援助計画でも域内協

力が重視されている。この点から、本域内協力プロジェクトは日本の援助方針と整合性が

ある。 

 

(2) 有効性：高い 

① ロジェクト目標の達成度はある程度高いと判断される。 

各国の現場、地方、中央レベルにおいて、各国にばらつきはあるものの、相当数の職員

が家畜疾病監視に関する研修を受け、技術力が向上したとの報告がなされている。また、

域内においては、メンバー国の中央研究所間の所長会議の開催を主導した。これまでに 2

回、同会議が開催され、域内の中央研究所間のネットワーク構築と診断方法や手続きの共

通化に向けた協議が開始された。この枠組みは技術面で域内のハーモナイゼーションを促

進するうえで有効である。 

② 成果のプロジェクト目標への達成への貢献度も大きいと考えられる。 

RJCC での協議や域内ワークショップの場で域内協力の枠組みづくりの重要性が議論さ

れ、その結果を受けて、プロジェクトが主催して 2 回の家畜衛生関連部局の局長級会議を

開催した。また、上述したとおり各国技術者の能力の向上、家畜疾病発生時の情報システ

ムの構築・改善が、家畜疾病監視体制の構築に貢献したものと考えられる。 

  

(3) 効率性：中程度 

本プロジェクトでは、DLD は潜在的なドナーとしての役割を果たすことが期待されてい

た。DLD は本プロジェクトのフェーズ１での近隣国支援、タイ国際協力庁（Thailand 

International Cooperation Agency：TICA）の研修プログラムの実施、国連食糧農業機関（Food 

and Agriculture Organization：FAO）/国際獣疫事務局（Office International des Epizooties：OIE）

プロジェクトでの専門家派遣などの経験を有しており、効率的に研修、ワークショップ、

専門家派遣等を実施してきている。ただし、2009 年は金融危機の影響から緊縮予算となり、

タイでの幾つかの活動をキャンセルするなど影響が出た。 

評価調査団による質問票調査によれば、日本からの短期専門家、タイ・マレーシアの域

内専門家の役割は受入国・機関からおおむね高く評価されており、人的投入の有効性は高

かった。 

6 カ国を包括する域内協力プロジェクトという性格から、6 カ国の実施機関、研究機関、

パイロットサイトの関係者、各国の専門家、JICA 現地事務所など関係者が多く、膨大な調

整業務が発生し、タイのプロジェクト域内事務局と各国のナショナルコーディネーター

（National Coordinators：NC）への負担が大きくなった。このため、技術面以外のそうした
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業務に多大な時間と労力を必要とした。また、特にプロジェクトの初期段階で、各国 JICA

事務所の会計ルールが異なるため、各国との調整が必要となった。こうした要因から本プ

ロジェクトでは調整業務・手続き面の非効率さが大きな阻害要因となった。 

 

(4) インパクト：中程度 

本プロジェクトが主導して、各国の局長レベル会議で、家畜移動の管理システムの調和

に向けた方向性と優先度の確認を行った。これにより、上位目標である地域レベルでの監

視体制の礎ができたものと考える。今後、メンバー国間でシステムの調整や共通化が促進

されることが期待される。ただし、具体的な成果を上げていくためには、地域内の包括的

な政策的枠組み、各国の強いコミットメントとリソースの提供など具体的な措置が必要で

ある。 

 

(5) 自立発展性：中程度 

① 各国レベルでの防疫体制の強化 

マレーシア、タイについては、国別プログラムの持続性は、政治的・制度的・財政的・

技術的の各観点からみて高い。特にマレーシアでは、ND を家畜衛生管理プログラムのな

かでも高い優先度を与えられており、政策的・予算的な取り組みの拡大が期待される。ま

た、両国は、プロジェクトにおいては域内活動を牽引してきた。 

ベトナムについては、RAHO4 が地域のリファレンス・ラボであることから、その機能

と役割は明確にされており、予算もそれに従って継続的に配分される予定である。また、

クアンナム省家畜衛生局（State Department of Animal Health-Quang Nam：SDAH-QN）につい

ては、AHW や農家からの要請や材料の持ち込みが増え、ラボ職員が今後より多くの鑑定

を行い、寄生虫・細菌の診断に係る検査技術を継続的に向上させていくものと見込まれる。

ミャンマーについては、プロジェクトによって供与された診断のための備品は簡便で高

価なものではなく、RVL-Mdl で消耗品、薬品、試薬を補充できる。マンダレー管区の家畜

疾病管理は政府にとっても優先度が高いことから、LBVD から RVL-Mdl への政策的・予算

的支援も期待される。 

ラオス、カンボジアについては、中央レベルにおいて家畜疾病防除に関する政策は継続

される見込みである。また、県ラボラトリー職員の寄生虫検査における診断技術はトレー

ニング及び EPI 調査による習得した技術の応用が図られ、技術力もある程度は継続する見

込みである。しかしながら、寄生虫検査等の診断については、予算が限られていることか

らパイロットサイトにおけるサーベイの実施が難しく、その自立発展性は確保されていな

い。 

② 地域レベルでの連携体制の強化 

DLD と DVS は組織的にも職員レベルでも、域内協力のための職員派遣や研修実施など

通して主導的な役割を果たすことに積極的であり、協力の枠組みや予算が確保されれば、

プロジェクト後も継続して域内協力を進めたいとの意向をもっている。 

本プロジェクトで設立を支援したメンバー国の中央研究所長会議は、技術交換を通した

メンバー国間の連携とハーモナイゼーションを技術面から支援するものとして期待され

る。このように技術面での継続性はある程度確保されることが見込まれる。 
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なお、家畜移動の管理システムのハーモナイゼーションについては共同声明が出され、

プロジェクト終了後は、FAO/OIE がサポートすることを表明しているが、各国においては

その活動を担う制度・組織面の裏付けがなく、予算確保も困難なため、継続性は高くない

と考えられる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

対象 6 カ国のそれぞれの国と討議議事録（Record of Discussions：R/D）を締結したこと

から、タイ、マレーシアをリーディングカントリーとみなしつつも、各国が対等な関係で

広域協力に参加する形を取ることができた。また、統一のプロジェクト・デザイン・マト

リックス（Project Design Matrix：PDM）の下、地域としての共通課題、共通目標を掲げる

ことができた。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

プロジェクト期間中、ラオス、カンボジア、ベトナム、中国、フィリピンで PRRS の集

団感染が発生したため、メンバー国の関心が高まり、PRRS を域内活動のひとつのテーマ

として追加した。特にベトナムが積極的にこの課題への対応を表明し、ワークショップの

開催や EPI 調査の実施面で協力を行った。また、この課題では、タイ、マレーシアの専門

家だけでなく、ベトナムもカンボジア、ラオスへ専門家を派遣し、実施機関の能力向上に

貢献することができた。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 実施プロセスに関すること 

パイロットプロジェクトのサイトは、各国とも国境に近いということから比較的首都か

ら離れた地域に設定されることになった。6 カ国の更に地方部までに及ぶ広域協力をタイ

に拠点を置いてプロジェクトの運営管理やモニタリングを行うことに、多大な労力を要し

た。 

 

３－５ 結 論 

対象 6 カ国の地理的条件、経済的条件の違いからプロジェクトで求められている技術は異な

っているが、「地域を通じた検疫システムの構築」「疫学手法の導入」「個別診断技術の向上」に

ついては、各国国内プログラムの実施を通じ、各国の状況に応じた体制がある程度整備できた

と考える。 

また、域内においては、中央ラボ所長会議、動物検疫フォローアップ研修、疫学ワークショ

ップ等の実施を通じ、タイ、マレーシア、ベトナムの専門家が域内専門家として各国のニーズ

に見合った技術指導を行うことができたことは、域内協力の成果のひよつとして評価できるも

のと考える。したがって、本プロジェクトの成果を踏まえ、プロジェクト目標はおおむね達成

されていることから、2011 年 2 月をもって、本プロジェクトを終了することが妥当であると判

断した。 
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３－６ 提 言 

(1) カンボジア 

県ラボラトリーを効果的に活用するため、1）県ラボラトリーのサービスと機能の明確化、

2）県ラボラトリーの広報、3）県ラボラトリーでの検査実施促進が重要である。そのため、

VAHW の継続したキャパシティ強化が重要である。また、家畜疾病監視体制の確立のため

には畜産農家の理解が必要不可欠であり、農家の意識向上、家畜のサンプル採取への協力

などの促進のために VAHW が果たす役割は大きい。 

 

(2) ラオス 

カンボジア同様、県ラボラトリーの効果的な活用のため、1）県ラボラトリーのサービス

と機能の明確化、2）県ラボラトリーの広報、3）県ラボラトリーでの検査実施促進が重要

である。 

既存の情報システムの改善点を関係者間で協議、共有し、取り組みを進めることが必要

である。家畜疾病防除に関する情報の管理と活用のためには、村落獣医官（VVW）、郡農

林事務所（District Agriculture and Forestry Extension Office：DAFO）、県農林事務所（Provincial 

Agriculture and Forestry Office：PAFO）の情報ラインが十分に機能することが必要である。

 

(3) マレーシア 

ND の監視技術と監視通報体制については、引き続き ND の早期発見と早期対処が適切

に実施されることが必要である。プロジェクトサイトであるポンティアン郡の監視能力の

強化は、達成されたとはいえ、プロジェクト後も、RVL-JB、州立獣医サービス（State 

Veterinary Services:SVS）、郡獣医事務所（District Veterinary Office：DVO）、農家・養鶏業者

の各レベルで、継続的な努力として取り組まれていく必要がある。 

 

(4) ミャンマー 

ブルセラ病と TB のアクティブサーベイランスについては、公衆衛生の観点から、小規

模酪農家だけでなく今後は商業業者も含めていく必要がある。 

また、疾病管理体制の継続的強化に向けては、LBVD はミャンマー家畜協会との協働を

模索してくべきである。 

 

(5) タイ 

DLD は北タイの家畜輸入の傾向をモニタリングし、検疫検査の量が大きく低減した場合

は MHS-AQS のラボ機能（機材と職員）をよりニーズの高い検疫ステーションに移すなど

柔軟に対応し、プロジェクトの提供したインプットの効率的な運用に努めることが重要で

ある。 

DLD は、MHS-AQS における FMD のリスク分析調査の結果を論文にまとめて DLD の職

員が参照できるようにすることが必要である。また、DLD は他の検疫ステーションもメー

ホンソンの経験をベースに、同様の調査を実施するよう推奨するべきである。 
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(6) ベトナム 

DAH、RAHO4 は、基礎的な試験が可能となった SDAH-QN に対し、実地研修の場の提

供や予算に関する省政府との調整など、SDAH ラボ支援の役割を継続して果たすことが重

要。また、SDAH-QN は検査に必要な DAH からの認証取得、ラボラトリー強化の詳細計画

作成、ワクチン接種、治療等の業務実施からの収入確保の検討、AHW の資格更新の機会

を利用したリフレッシュ研修提供を行うことが重要である。 

 

３－７ 教 訓 

・ 地域協力プロジェクトでは、さまざまな関係者が複数国から参加するため、プロジェク

ト・マネジメントについて共通理解を得ることが重要になる。特に、各国のキー・パー

ソンに対しては PCM の考え方、PDM、活動計画（Plan of Operation：PO）の作成方法な

どについてプロジェクトの初期段階で十分な理解を得るための研修を提供することが重

要である。 

・ 各国における調達や会計の手続きについて、プロジェクト開始前に各事務所と十分協議

して、合理化を図ることが重要である。 

・ 本プロジェクトでは現場でのオペレーションへの支援が不十分であったため、実施を前

進させるのに長い時間がかかった。現場活動の円滑化を図るためには、相手国側の現場

での実施能力等について、プロジェクト開始時に十分情報を収集し、適切な人材配置を

検討することが非常に重要である。 

・ 本プロジェクトでは域内活動だけでなく各国がパイロット事業にも取り組んだ。地域協

力プロジェクトで同様の事業コンポーネントをもつ場合、実施機関の現場活動に対する

サポート度合い、現場での事業量について、プロジェクト開始時に十分情報を収集し、

必要があれば現場でのマネジメントの補強についても検討することが重要である。 

 

３－８ フォローアップ状況 

・ JICA のシニア海外ボランティアが 2011 年 1 月にビエンチャンにある NAHC に配置され

る。ボランティアの協力によってプロジェクトの成果が持続、活用されることが期待で

きる。 
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Summary of the the Evaluation 
 

１．Outline of the Project 

Countries: 
Cambodia, Lao P.D.R., Malaysia, 

Myanmar, Thailand and Vietnam 

Project Name: Regional Cooperation 

Project for Animal Disease Control 

Among Cambodia, Lao P.D.R., 

Malaysia, Myanmar, Thailand and 

Vietnam Phase 2 

Sector:  Animal health  
Type of Cooperation: Technical 

Cooperation Project 

Department 

in-Charge: 

Paddy Field Based Area Group, 

Rural Development Department 

Amount (At the time of Review):3.8 

billion yen  

 (R/D): 13 Feb 2008- 12 Feb 2011 

Cooperating Agencies of Japanese 

Side: Ministry of Agriculture, Forestry 

and Fisheries 

Period of  (Extension): Other Related Cooperation: None 

Cooperation (F/U):   

 (E/N):  

C/P Agencies:   

Cambodia 

 

Dept. of Animal Health and 

Production, 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

Lao P.D.R. 

 

Dept. of Livestock and Fisheries,  Ministry of Agriculture and Forestry 

 

Malaysia 

 

Dept. of Veterinary Services, Ministry of Agriculture and Agro-Based 

Industry 

Myanmar 

 

Livestock Breeding and Veterinary 

Department, 

Ministry of Livestock and Fisheries 

 

Thailand 

 

Department of Livestock 

Development, 

Ministry of Agriculture and 

Cooperatives 

 

Vietnam Department of Animal Health,  
Ministry of Agriculture and Rural 

Development 

1-1 Background of the Project 

 Recently, political and economic situation in member countries has become stabilized and 

improved, and the distribution of agricultural products across the border has been promoted. 

Particularly, cross-border movements of livestock have been increasing, and the condition of 

animal health has been threatened with insufficient organizational and technical system to 

manage and control the spreading of animal diseases in these areas. Therefore, Japan-Thailand 

Technical Cooperation Project for Animal Disease Control in Thailand and neighboring countries 
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(hereinafter referred to as "the ADC-1 Project") had been implemented from December 2001 to 

December 2006. 

As a result of the ADC-1 project, regional cooperation system and resources for animal disease 

control were strengthened, and the technologies of animal disease control were improved. At the 

same time, it was confirmed that member countries had an intention to commonly enhance the 

surveillance capacity as a next step.  

Based on the above background, the member countries made a new request to the Government of 

Japan for the next phase of the project, the Regional Cooperation Project for Animal Disease 

Control among Cambodia, Lao P.D.R., Malaysia, Myanmar, Thailand and Vietnam (hereinafter 

referred to as "the ADC-2 project") aimed at strengthening the surveillance capacity for animal 

diseases.  

 

1-2 Summary of the Project 

(1) Overall Goal 

 The surveillance structure for animal diseases is established among member countries. 

 

(2) Project Purpose 

 The surveillance structure for animal diseases is established between field (pilot site), local and 

central level in each member country. 

 

(3) Expected Outputs 

 1 Surveillance techniques for animal diseases are strengthened in each member country. 

 2 Surveillance information system for animal diseases is strengthened in each member 

country. 

 3 Regional structure for animal disease surveillance is built among member countries. 

 

(4) Inputs (At the Time of the Review, Jan 2010)  

<Japanese Side>  

Long-term Experts 3 Experts Provision of Equipment* 29,000 thousand yen 
Short-term Experts 55 months Local Cost 143,000 thousand yen 
Training in Japan 7 persons  

* including local procurement and others 

 

<Member Countries>  

Cambodia Allocation of C/P:  5 persons Counterpart Funding:   － 
 -Hosting Regional Meetings, Training (incl. workshops): 1 time (5th 

RJCC) 
Lao P.D.R. Allocation of C/P:  4 persons Counterpart Funding:  US$2,500 

Malaysia Allocation of C/P:  8 persons Counterpart Funding:  US$16,399 

 -Hosting Regional Meetings, Trainings (incl. workshops): 5 times 
-Dispatch of Regional Experts on laboratory related diagnosis techniques 
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to the member countries 

Myanmar Allocation of C/P: 11 persons Counterpart Funding: 
22,711,150KYATS 

 -Hosting Regional Meetings, Training (incl. workshops): 1 time (4th 
RJCC) 

Thailand Allocation of C/P:  9 persons Counterpart Funding:    
3,525,000THB 

 -Hosting Regional Meetings, Trainings (incl. workshops): 8 times 

Vietnam Allocation of C/P:  8 persons Counterpart Funding:   
US$22,400  

 -Hosting Regional Meetings, Trainings and Workshops: 1 time (3rd 
RJCC) 
-Dispatch of Regional Experts on EPI study models and animal 
quarantine to the member countries 

 

２．Outline of the Mid-Term Review Team 

Members of the Study Team: 

Title Name Position 

Team Leader Dr. Yusuke TADA Senior Advisor, JICA 

Animal Disease Control Dr. Takayuki KUBOTA 
National Institute of Animal Health, National 
Agriculture and Food Research Organization

Planning Management Mr. Hiroshi HIDAKA 
Advisor, Paddy Field Based Farming Area 
Division 1, Rural Development Department, 
JICA 

Evaluation/Analysis 1 Mr. Hiroyuki OKUDA Consultant, Inter-Works Co., Ltd 

Evaluation/Analysis 2 Ms. Saori FUJIMOTO Consultant, Inter-Works Co., Ltd 

Evaluation/Analysis 3 Mr. Kaneyasu IDA Consultant, Inter-Works Co., Ltd 

Period of the Review: 
5 Dec 2010 – 14 Jan 
2011 

Type of Evaluation: Terminal Evaluation 

３．Summary of Evaluation 

 

(1) Cambodia 

The In-Country Program implemented for Cambodia were (1) to strengthen the capacity of the 

provincial laboratory and (2) to strengthen ani 

mal disease surveillance system. The provincial laboratory has been strengthened in that the staff 

members acquired basic diagnostic techniques of parasitology and bacteriology through the provision 

of training and laboratory equipment. They are now able to apply such techniques for epidemiological 

study. Laboratory-based trainingcombined with actual epidemiological study was very effective to 

give staff members a clear understanding of parasitological examinations. The bacteriology unit was 

newly established and its staff members were well trained. Yet, they need to be further trained to fully 

utilize the acquired diagnostic techniques in practice. Measures should be also taken to increase the 

usage of the laboratory because it is a relatively new organization and the number of samples 

submitted by farmers is still low. In order to strengthen the animal disease surveillance system, 

epidemiological study was conducted by the staff of the PAHPO, the DAHPO and VAHWs. They have 

acquired good knowledge of epidemiological study as well as they have understood its importance. 
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They are now confident in how to conduct epidemiological study as they have already conducted such 

a study and presented its result at a epidemiology study model workshop organized by the project in 

Bangkok. The continuity of epidemiological study after the project duration will depend on external 

assistance due to budgetary constraints of the Government. 

 

(2) Laos 

The ICP for Laos was very much similar to that of Cambodia in terms of its objectives, the scope and 

the method of assistance and organizational and institutional settings. The In-Country Program 

implemented for Laos were (1) to strengthen the capacity of the provincial laboratory and (2) to 

strengthen animal disease surveillance system. The provincial laboratory has been strengthened in that 

the staff members acquired basic diagnostic techniques of parasitology and bacteriology through the 

provision of training and laboratory equipment. Measures should be also taken to increase the usage of 

the laboratory because it is a relatively new organization and the number of samples submitted by 

farmers is still low. In this context, the PAFO has submitted a proposal to a donor agency for a 

livestock development project with a component to utilize the improved functions of the laboratory. 

The PAFO has also developed plans to utilize the laboratory for collaborative activities with other line 

agencies. It is expected that sustainability will be secured when any of these proposal/plans is 

accepted. In order to strengthen the animal disease surveillance system, epidemiological study was 

conducted by the staff of the PAFO, the DAFo and VVWs. They have acquired good knowledge of 

epidemiological study as well as they have understood its importance. They are now confident in how 

to conduct epidemiological study as they have already conducted such a study and presented its result 

at a epidemiology study model workshop organized by the project in Bangkok. The continuity of 

epidemiological study after the project duration will depend on external assistance due to budgetary 

constraints of the Government. 

 

(3) Malaysia 

The In-country program for Malaysia aimed at strengthening the surveillance capacity on ND (the 

Newcastle Disease) between Pontian DVO (District Veterinary Office), Johor SVS (State Veterinary 

Services), RVL-JB (Regional Veterinary Laboratory of Johore Bharu) and DVS (Department of 

Veterinary Services).  With the assistance of short-term experts, RVL-JB has been capacitated with 

new diagnostic techniques on ND. Active surveillance regularly conducted by DVO and SVS has been 

improved due to the development of standardized forms, organized plan and sampling procedures, and 

deepened understanding on surveillance by staff through training. The online database “Avian Disease 

Information System (ADIS)” was set up in October 2010 and the information network among 

DVO/SVS/RVL-JB/DVS is strengthened as field investigation and laboratory findings are compiled 

and coordinated on the system.  Findings from the active surveillance makes DVS consider the 

revision of current ND vaccination program. The Veterinary Research Institute (VRI) has advanced 

ASEAN contribution on animal disease by hosting regional workshops and dispatching follow-up 

trainers to other member countries. These attainments of the project will be sustained because of a 

strong commitment of DVS. Recommendations include the continuous strengthening of surveillance 
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techniques and surveillance information system and capacity review of DVD/SVS for active 

surveillance. 

  

(4) Myanmar 

The In-country program for Myanmar aimed at 1) strengthening veterinary services for small-scale 

dairy farmers in Amarapura and Pyin Po Lwin Township (T/S), and 2) improving disease information 

network from villages to Mandalay division and central administration. Clinical diagnostic skills on 

Brucellosis and Tuberculosis as well as other general diseases such as sub-clinical mastitis and 

reproductive disturbances were introduced by short-term experts to the T/S office where a 

mini-laboratory and the Veterinary Drug Cabinet (VDC) were established.  Veterinary officers of the 

T/S sustain the VDC by creating a revolving fund and provide improved veterinary services to 

small-scale dairy farmers. The Regional Veterinary Laboratory in Mandalay (RVL-Mdl) are equipped 

with new diagnostic techniques on Brucellosis and Tuberculosis. Active surveillance on the two 

infectious diseases was conducted by RVL-Mdl and T.S offices. Therefore, the surveillance system has 

also been strengthened with the relationship built and improved between T/S officers and 

AHW/farmers through project activities. Yet, it is difficult to continue active surveillance with their 

own budget as such a surveillance requires considerable financial and human resources. The 

evaluation team recommended that active surveillance on Brucellosis and Tuberculosis should be 

extended to commercial farms in collaboration with Myanmar Livestock Federation. Third country 

training should be also organized for continual development of diagnostic skills. The team also 

recommended that the improved functions of the mini-lab should be publicized and promoted to 

potential users.  

 

(5) Thailand 

The In-Country Program implemented for Thailand were (1) to strengthen diagnostic capacity and 

animal disease surveillance of Mae Hong Son (MHS) Animal Quarantine Station (AQS) and (2) to 

pilot study qualitative risk assessment of the introduction of Foot and Mouth Disease (FMD) by the 

importation of cattle and buffalos at MHS-AQS. A mini-laboratory was established in the MHS-AQS 

so that the MHS-AQS would be able to efficiently diagnose imported cattle and buffalos instead of 

sending samples to a regional laboratory. Regional laboratories trained the MHS-AQS laboratory staff 

to diagnose Brucellosis, Tuberculosis and FMD while JICA provided laboratory equipment. As a 

result, the MHS-AQS has been able to detect these animal diseases at entry points. Given the 

magnitude of animal importation, Northern Thailand is still the most focused region by DLD. The 

MHS-AQS laboratory developed under the Project is seen by DLD as the model to establish seven to 

eight laboratories in the Northern region in due course. Progress in the risk assessment study was slow 

paced because it took some time to determine the scope and the method of study. Yet, the DLD 

counterparts successfully completed the study in the final year of the project duration, assisted by 

regional and Japanese experts in epidemiology. The result of the study was presented at the third 

regional epidemiology workshop and also presented to traders as well as other DLD staff at the 

MHS-AQS. The study will also serve as the model study for other stations. It is expected, when such a 
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study is periodically conducted, the animal quarantine stations will be able to identify important 

measures to prevent animal diseases at entry points in a systematic manner. 

 

(6) Vietnam 

The In-country program for Vietnam aims at strengthening diagnostic skills and the surveillance 

information system for animal diseases in two districts in Quang Nam province. The technical capacity 

of the Regional Animal Health Office No.4 (RAHO4) has been strengthened with the assistance of 

short-term expert who introduced a number of new diagnostic techniques. The new laboratory has 

become operational at Sub-Department of Animal Health in Quang Nam (SDAH-QN) to conduct basic 

parasitological and bacteriological diagnosis in its jurisdiction. Communication devices have been 

introduced to the District Veterinary Services (DVS), and clinical knowledge of staff and AHW has 

been improved through training. The surveillance information system among RAHO4, SDAH-QN and 

DVS has been improved due to the developed capacities at each level.  Active surveillance on CSF 

proved to be effective in that it had raised awareness of staff, but at present its impact and 

sustainability is viewed as low because the study is not yet complete. The active surveillance on 

PRRS, an add-on to the project’s epidemiology survey on CSF, yielded its findings, but its impact for 

PRRS control and warning is still limited. The continuity of active surveillance after the project 

duration is not high; however, the other outputs of the project will be sustained, taking advantage of 

the existing institutional structure for surveillance information system. The evaluation team 

recommended that the SDAH-QN should obtain accreditations for some examinations, and prepare a 

detailed development plan of the laboratory and generate revenue form its services. The team also 

recommended that refresher training should be provided to AHWs when they renew their license. 

 

(7) Regional cooperation 

A salient feature of this project was to facilitate project activities through extensive use of regional 

resources from the six member countries. Malaysia (DVS and RVL-JB) was committed to assist the 

other countries in improving diagnostic capacity. Thailand (DLD and NIAH) supported epidemiology 

and the improvement of quarantine systems of the member countries. The project significantly 

contributed to the strengthening of formal and informal networks and communication channels among 

the relevant organizations. This is an important asset for the six countries in effectively tacking 

large-scaled, trans-boundary outbreaks of animal diseases. The project helped the six countries 

periodically organize the central laboratory directors’ meeting and also facilitated the signing of joint 

statements by the six countries for the harmonization of animal movement system. Therefore, we can 

say that the project helped institutionalize regional cooperation in the field of animal disease control. 

The prospect of sustainability of the central laboratory directors’ meeting is positive as the FAO and 

OIE are committed to support the member countries after the project duration. The sustainability of the 

efforts towards the harmonization of animal movement management system initiated by this project is 

low as either an institutional or financial arrangement is not in place. It is assumed that regional 

cooperation activities, particularly technical cooperation would be sustained based on the existing 

bilateral and multilateral agreements among the member countries. 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 終了時評価調査団派遣の目的 

(1) 技術協力の開始から終了までの実績の確認（活動、投入）、実施プロセスの検証 

(2) プロジェクト目標と成果の達成状況、貢献要因・阻害要因の分析 

(3) 上記を踏まえて、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト及び自立発展性）の

観点から総合的に評価 

(4) プロジェクト終了時までに行うべきこと、並びにプロジェクト終了後に先方が行うべきこ

とについての提言 

(5) 類似プロジェクトのための教訓抽出 

 

１－２ 評価調査団の構成 

団長／総括  多田 融右 JICA 国際協力専門員 

家畜疾病防除 窪田 宜之 独立行政法人動物衛生研究所 

協力企画   日高 弘  JICA 水田地帯第一課 企画役  

評価分析①  奥田 浩之（マレーシア、ベトナム、ミャンマー）合同会社 適材適所 

評価分析②  藤本 抄越理（カンボジア、ラオス）合同会社 適材適所 

評価分析③  井田 光泰（タイ広域）合同会社 適材適所 

 

なお、プロジェクトから井上専門家がベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）、

要田専門員がカンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）、ラオス人民民主共和国（以下、「ラ

オス」と記す）、ミャンマー連邦（以下、「ミャンマー」と記す）、チャンタニー域内コーディネー

ターがマレーシア、西野専門家がタイ王国（以下、「タイ」と記す）に同行。 

 

１－３ 調査日程（詳細日程は付属資料１「日程」のとおり） 

2010 年 12 月 5～25 日（マレーシア、ベトナム、ミャンマー） 

2010 年 12 月 5～18 日（カンボジア、ラオス） 

2011 年 1 月 2～15 日（タイ） 

 

１－４ 終了時評価の方法 

(1) 各国実施機関関係者、タイ域内プロジェクト事務局、長期専門家からの情報に基づき、各

国の「進捗と達成状況の要約表」の更新を行い、基礎資料を作成する。 

(2) 評価項目は妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性の 5 項目とする。 

(3) 各国 NC 等、関係者との協議を通じ、評価分析団員が中心となり現地調査結果（実績、実

施プロセス、5 項目評価、提言等）の案を取りまとめる。評価結果案については、評価分析

団員及び各国 JICA 事務所関係者が国別合同調整委員会（National Joint Coordinating 

Committee：NJCC）に説明を行い、先方からおおよその合意を得る。 

(4) 評価分析団員①、②は、本調査結果を JICA 本部に持ち帰り、官団員、評価分析団員③（評

価分析団員総括）が内容を確認する。 
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(5) 官団員及び評価分析団員③によるタイの現地調査時に、地域プロジェクト事務局（Regional 

Project Secretariat：RPS）と協議し、合意が得られたのち、各国に評価レポート 終案を含む

ミニッツ（Minutes of Meeting：M/M）を送付し、NJCC 代表者に 終確認を行う。その後、

各国代表者が出席する RJCC において、評価レポートを含む M/M に署名を取り付けることと

する。 
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第２章 プロジェクトの概要 
 

２－１ プロジェクト実施の背景 

タイ及びその周辺国、カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、ベトナムでは、国境を

越えた家畜の移動の増加等に伴い、家畜衛生に関する状況が悪化することになった。各国は域内

での疾病拡大を未然に防ぐ必要から家畜衛生技術の改善、地域的な防除戦略の確立の重要性を認

識し、わが国に対し、技術支援を要請した。 

JICA は、2001 年 12 月～2006 年 12 月まで当該地域における家畜疾病防除技術の改善を目的と

する広域技術協力プロジェクト「タイ王国及び周辺国における家畜疾病防除計画」（以下、「フェ

ーズ 1」と記す）を実施した。一方、フェーズ 1 の後半に当該地域で AI が発生したこともあり、

各国の疾病防除技術の更なる強化に加え、域内及び国内における疾病監視体制の強化が急務とな

った。 

このような背景の下、JICA は 2008 年 2 月に「疾病監視体制整備のための人材育成」「域内情報

ネットワークの整備」「国内疾病連絡網の整備」「各種疾病技術の定着」を目的とした同プロジェ

クトの ADC-2 を 3 年間の予定で開始した。 

本プロジェクトは、6 カ国を対象とする広域技術協力プロジェクトであり、3 名の長期専門家

（チーフアドバイザー、家畜疾病防除、業務調整）が、タイ DLD を拠点に、各国の C/P 機関に

よるパイロットプロジェクト及びタイ、マレーシア、ベトナムを中心とした域内での活動に関し、

技術指導を実施している。 

 

２－２ プロジェクト概要 

(1) 上位目標 

地域（6 カ国）レベルにおいて越境性家畜疾病の監視体制が構築される 

 

(2) プロジェクト目標 

現場（パイロットサイト）、地方、中央レベルにおいて越境性家畜疾病の監視体制が構築

される 

 

(3) 成 果 

成果 1 家畜疾病監視技術が定着する 

成果 2 家畜疾病監視情報に係る体制が整備される 

成果 3 家畜疾病監視に係る地域（6 カ国）レベルの枠組みが構築される 

 

２－３ プロジェクトの実施体制の特徴 

対象 6 カ国のそれぞれの国と R/D を締結したことから、タイ、マレーシアをリーディングカン

トリーとみなしつつも、各国が対等な関係で広域協力に参加する形を取ることができた。また、

統一の PDM の下、地域としての共通課題、共通目標を掲げることができた。 
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第３章 国別プログラムの評価 
 

３－１ カンボジア 

３－１－１ プロジェクトの実績 

(1) 投 入 

＜日本側＞ 

 専門家の派遣：付属資料２「AnnexⅡ」 

 本邦研修：付属資料２「AnnexⅢ」 

 現地業務費、供与機材：付属資料２「AnnexⅣ」 

 機材リスト：付属資料２「AnnexⅤ」 

＜カンボジア側＞ 

 域内活動と域内専門家の派遣：付属資料２「AnnexⅥ」 

 プロジェクトディレクター、プロジェクトマネジャー、NC、サイトマネジャーの配置：

付属資料２「AnnexⅦ」 

 2008、2009、2010 年の C/P 経費の総額：付属資料２「AnnexⅣ」 

 

(2) 活動レベルの実績 

カンボジアの国別プログラムの進捗状況と実績は付属資料２「AnnexⅧ」のとおり。 

 

(3) 国別プログラムの主要な実績 

国別プログラムの目標：家畜衛生分野の職員の能力、家畜疾病のサーベイランスと、現場

から中央までの家畜疾病情報システムが強化される 

 

指標 1：家畜疾病監視に関して十分なキャパシティを有する職員の数 

家畜疾病監視に関してトレーニングを受けた職員の数は以下の表のとおり。 

 

国 名 域内 ・ 中央 郡 現 場 
カンボジア 7 / 4 27 / 23 87 / 176 

       達成値/目標値 

 

指標 2：各国で収集、分析された EPI データの数：2 

内部寄生虫の EPI 調査と HS が疑わしいケース 

 

３－１－２ 実施プロセス 

 カンボジアの国別プログラムは、家畜衛生分野の職員の能力強化、家畜疾病のサーベイラ

ンスと、現場から中央までの家畜疾病情報システムの強化である。コンポンチャム県プレ

イチョー郡がパイロットサイトとして選ばれており、コンポンチャム県のラボラトリーと

国立獣医学研究所（旧国立家畜衛生生産研究センター）（National Veterinary Research 

Institute：NaVRI）が C/P 機関としてプロジェクトに携わっている。 
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 NJCC は 3 回実施されている。NC が国別プログラムの活動を進めており、パイロットサイ

トでの活動は、コンポンチャム県の県家畜衛生生産事務所（Provincial Animal Health and 

Production Office：PAHPO）のサイトマネジャーによって進められている。 

 

３－１－３ 5 項目評価結果 

(1) 妥当性：高い 

 農林水産省家畜衛生生産局（Department of Animal Health and Production, Ministry of 

Agriculture, Forestry and Fisheries：DAHP）は、2007 年 6 月に「家畜と家畜衛生政策と

DAHP の開発枠組み」を発行した。カンボジアの国別プログラムは、このなかの「家

畜の罹患率と死亡率の削減」の項の「家畜疾病診断と疾病調査と伝染性疾病の防除の

プログラム」に沿っている。本プロジェクトのカンボジア政府の政策に対する妥当性

は高い。 

 近年、タイとベトナムで AI 及び PRRS が頻繁に発生している。これらの国から感染し

た家畜がカンボジアに入国する可能性もあり、カンボジアにおいて家畜疾病防除のニ

ーズはあるといえる。また、カンボジア政府はベトナムと政府二国間協議を実施して

おり、家畜の移動や家畜疾病防除その他家畜衛生に関して協議を重ねている。本プロ

ジェクトはカンボジア政府のこのような方向性を支援しており、ニーズに合っている

といえる。 

 カンボジアでは、コンポンチャム県のラボラトリーが地方で唯一のラボラトリーであ

り、将来は地域ラボラトリーとして発展させる計画である。県ラボラトリーは、ウシ

と水牛の内部寄生虫に関する EPI 調査も実施しており、更に、コンポンチャム農業カ

レッジの学生たちに実習の場を提供している。このような状況から、コンポンチャム

県のみならずカンボジアの家畜衛生分野において、同ラボラトリーは重要な役割を果

たしている。さらに、コンポンチャム県はベトナムとの国境沿いにおいて多くの家畜

の移動があり、コンポンチャム県において県ラボラトリーの診断技術と家畜疾病情報

システムの強化に対するニーズは高い。 

 

(2) 有効性：中程度 

 国別プログラムのプロジェクト目標は「家畜衛生分野の職員の能力強化、家畜疾病の

サーベイランスと、現場から中央までの家畜疾病情報システムの強化」であり、プロ

ジェクト目標を達成する基盤は整備されたといえる。家畜衛生分野の職員の診断技術

はある程度向上し、家畜疾病情報システムを強化するための活動も実施され、更に EPI

調査の実施を通じて疾病監視の知識と技術が習得された。一方で、県ラボラトリーは

機能を開始したばかりで、また畜産農家から提出されるサンプル数も十分ではなく、

すべてのレベル（現場、郡、県、中央）を通じた家畜疾病サーベイランスシステムは

十分機能しているとはいえない。 

 県ラボラトリー職員の技術は改善されたが、パッシブサーベイランスを実施するシス

テムが確立されていないため、それらの技術が実務で継続的に活用されるか不確定で

ある。パッシブサーベイランス実施の重要性について、畜産農家に対する啓発活動は

実施されているものの、提出されたサンプルから伝染病が発見された際に、当該家畜
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の殺処分について農家への賠償が政府によって確約されていないなど、畜産農家が疾

病に関する情報を適切に通報することを促進する仕組みが弱く、実際に農家が確実に

通報するか不確実である。結果として、県ラボラトリーの活用は、農家と食肉工場か

ら自主的に提出されたサンプルの数に頼らざるを得ない状況である。パッシブサーベ

イランスを含めた家畜疾病情報システムは、県ラボラトリーの活用とともに十分機能

すべきである。 

 

(3) 効率性：中程度 

1) 成果の達成度 

（成果 1）診断技術と知識が強化される 

 県ラボラトリー職員の診断技術はトレーニングを通じて強化され、プロジェクトに

よって新しい診断技術が導入された。HS に関する細菌学検査の知識と技術が習得

され、細菌学ユニットが県ラボラトリーに新設された。HS の病性鑑定や炭疽菌同

定技術は高度なスキルを要し、県ラボラトリー職員が実務で活用するのは容易では

ないため、技術を確実にするために繰り返し練習を行うことの重要性が日本人短期

専門家によって指導された。 

 寄生虫の診断技術も浮遊法（floatation）、 沈殿法（sedimentation）、マックマスター

（Mac Master）の習得によって強化された。 職員はトレーニングを通じて寄生虫の

診断技術を習得し、EPI 調査でこれらの技術を応用している。トレーニングと EPI

調査の組み合わせは、職員の寄生虫学への理解を深めたといえる。一方で、畜産農

家のラボでの検査に対するニーズが限定的であり、寄生虫検査を実施する機会は限

られている。 

 パイロットサイトの VAHW のうち、半数が 2 日間のトレーニングを 1 回受け、ウシ、

ブタ、家禽からのサンプル採取方法、臨床的診断、検視を習得した。パイロットサ

イトの VAHW のトレーニング受講経験は、ドナーの支援による一時的なトレーニン

グに限られており、リフレッシュトレーニングも実施されていない。したがって、

プロジェクトによって VAHW に対する実用的なトレーニングが実施されたことは、

VAHW から好評を得ている。サイトマネジャーによると、トレーニングに参加した

VAHW は、トレーニング未受講の VAHW と比較してサンプル採取方法が適切であ

るとの成果が得られている。 

（成果 2）家畜疾病情報システムが強化される 

 中間レビュー時に村、郡、県、中央レベル間の既存の家畜疾病情報システムの存在

が確認されている。プロジェクトによる VAHW へのトレーニングはレポートスキル

が含まれており、トレーニングを受けた VAHW は、提出期限までに、より正確な情

報を提供することができるようになったとの変化が確認された。 

 EPI 調査の実施により、PAHPO 職員、郡家畜衛生生産事務所（District Animal Health 

and Production Office：DAHPO）職員、VAHW の EPI 調査の重要性に対する理解が

深まり、特に VAHW は糞便サンプルの採取方法も習得した。VAHW へのインタビ

ューによると、外部からの技術的な支援を受けずに自分でサンプルが採取できるよ

うになったとの回答が得られた。一方で、畜産農家にはサーベイランスや診断への
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理解不足により家畜の血液サンプルを提供することを拒む者もいる。そのため、

VAHW のサンプル採取技術を活用し、EPI 調査を実施するためには、畜産農家への

啓発活動の強化が必要である。2010 年 11 月 8～13 日にタイで実施された第 3 回 EPI

調査モデルワークショップでは、カンボジアの EPI チームから質の高い報告がなさ

れており、EPI 調査とワークショップでのプレゼンテーション実施の経験は、C/P

が自分たちの方向性について自信をもちながら家畜疾病防除に関する活動を実施す

ることを促進したといえる。 

 EPI調査の結果に関する畜産農家へのフィードバックのワークショップが 2010年12

月に予定されている。調査結果のリーフレットと駆虫剤が用意され、参加した

VAHW に配布される。サンプル収集、診断、診断結果の農家へのフィードバックと

いうサイクルの構築は、VAHW と畜産農家に対する、県ラボラトリーでの診断の重

要性や家畜疾病防除強化への理解促進のために、必要不可欠であるといえる。 

2) 投 入 

 日本人長期専門家がバンコクに駐在していたことにより、きめ細やかな支援は限定

的であったといえる。C/P 機関によるプロジェクト活動実施のキャパシティが不十

分であることから、国別プログラムの継続的で円滑な活動実施のためには、カンボ

ジアの C/P 機関へのより長期でより頻繁な訪問と助言が必要であったといえる。 

 県ラボラトリーへの機材設置が遅れたものの、日本人短期専門家が派遣され、HS

の原因菌の培養・同定技術の指導とともに機材が適切に設置された。県ラボラトリ

ーが機能していることは確認されたものの、終了時評価時点では、機材設置の遅れ

により機材の活用度合いについては確認できなかった。 

 

(4) インパクト：低い 

 パイロットサイトにおいて基本的な監視体制はあり、プロジェクトは上位目標達成の

方向に進んでいるものの、上位目標の達成見込みは高いとはいえない。カンボジア国

内の他地域へ家畜疾病の監視体制を普及させるためには、国別プログラムがモデルと

しての成果をあげるために十分機能することが必要不可欠である。  

 カンボジアでは、プロジェクトによって実施された、家畜疾病発生に関する域内ワー

クショップによって理解と意識が高まったことにより、全国レベルでの動物検疫所の

トレーニングプログラムの実施につながった。カンボジアで、同分野に関するトレー

ニングが全国レベルで実施されたのは初めてのことであり、プロジェクトによるイン

パクトといえる。 

 コンポンチャム県のラボラトリーは、地方で唯一のラボラトリーであり、今後、3 県

でラボラトリーを新設する予定であり、DAHP はコンポンチャム県ラボラトリーを他

県のモデルとして活用していく方向性を打ち出している。 

 

(5) 自立発展性：低い 

 中央レベルにおいて家畜疾病防除に関する政策は継続される見込みである。県レベル

においても県ラボラトリーの方向性について、その計画や戦略は具体化されていない
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ものの、NaVRI と PAHPO の支援によって地域ラボラトリーとして発展させる計画が

ある。 

 県ラボラトリー職員の寄生虫検査における診断技術はトレーニング及び習得した技

術の応用の機会となった EPI 調査によって強化された。しかし、寄生虫検査における

診断技術については、予算が限られていることからパイロットサイトにおけるサーベ

イランスの実施が難しく、その自立発展性は確保されていない。また、HS の細菌学

検査は高度なスキルを要するため、それらの技術を実務で活用するのは容易ではない。

細菌学ユニットを機能させるためには、より実用的なトレーニングを通じて体系的な

細菌学検査を導入することが必要である。しかし、そのような指導が可能な人材は中

央レベルにおいても限られている。 

 PAHPO、県ラボラトリーの職員と VAHW はウシと水牛の内部寄生虫に関する EPI 調

査を通じてアクティブサーベイランスの方法を習得した。さらに、EPI 調査の実施と

EPI 調査モデルワークショップでのプレゼンテーションは、C/P の努力によって成功

を収めており、これらの経験は C/P による活動の継続を促進したといえる。しかしな

がら、アクティブサーベイランス実施の自立発展性は、財政的側面から外部からの支

援に依存せざるを得ない。 

 PAHPO はコンポンチャム県ラボラトリーの機材を独自予算でアップグレードしてい

る。県ラボラトリー利用の拡大についても確約しており、政策面、財政面での支援が

期待できる。 

 

３－１－４ 提 言 

 県ラボラトリーの利用を拡大するために次の取り組みが必要である。1) 県ラボラトリー

のサービスと機能の明確化、2)県ラボラトリーの広報、そして 3)県ラボラトリーでの検

査実施促進のための VAHW に対する啓発活動、が挙げられる。 

 VAHW のキャパシティ強化のための継続的な活動実施が重要である。家畜疾病監視体制

の確立のためには畜産農家の理解が必要不可欠であり、農家の意識向上、家畜のサンプ

ル採取への協力などの促進のために VAHW が果たす役割は大きい。 

 中央レベルとパイロットサイト間の家畜情報システムは存在しており、既存の情報シス

テムの改善点を関係者間で協議、共有し、取り組みを進めることが必要である。 

 県ラボラトリーの持続と向上のために、県ラボラトリーへの外部による継続的な支援が

望ましい。DAHP と PAHPO はプロジェクトの成果を村落開発に取り組んでいるドナー

に対して広報することを提言する。例えば、2011 年 1 月に予定されているアジア開発銀

行による「Agriculture Extension Expo」への参加などの広報活動は、協力相手を見つける

機会となる可能性がある。 

 

３－１－５ 教 訓 

 カンボジアではローカルリソースや国内での経験が限られているため、外部支援への依

存度が高い。特に、県レベルのパイロット事業を行う場合には、中央レベルの事業に比

べて更に外部からの集中的な支援が必要である。 
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 地方ラボラトリー設置による検査体制の構築は政策的に推進されたものだが、畜産農家

の意識が低く検査依頼も少ないため、ラボラトリーで通常業務として検査を行うほどの

ニーズはなく、移転技術が活用される見込みは高くない。特にカンボジアの地方での検

査技術の構築といった課題においては、プロジェクトによって導入、強化される技術の

活用の仕組みをどのように構築すべきか、プロジェクトの計画～実施段階で十分に検討

することが肝要である。 

 

３－２ ラオス 

３－２－１ プロジェクトの実績 

(1) 投 入 

＜日本側＞ 

 専門家の派遣：付属資料２「AnnexⅡ」 

 本邦研修：付属資料２「AnnexⅢ」 

 現地業務費、供与機材：付属資料２「AnnexⅣ」 

 機材リスト：付属資料２「AnnexⅤ」 

＜ラオス側＞ 

 域内活動と域内専門家の派遣：付属資料２「AnnexⅥ」 

 プロジェクトディレクター、プロジェクトマネジャー、NC、サイトマネジャーの配置：

付属資料２「AnnexⅦ」 

 2008、2009、2010 年の C/P 経費の総額：付属資料２「AnnexⅣ」 

 

(2) 活動レベルの実績 

ラオスの国別プログラムの進捗状況と実績は付属資料２「AnnexⅧ」のとおり。 

 

(3) 国別プログラムの主要な実績 

国別プログラムの目標：パイロットサイト、地方、中央レベルで主要な家畜疾病に対する

監視体制が強化される 

 

指標 1：家畜疾病監視に関して十分なキャパシティを有する職員の数 

家畜疾病監視に関してトレーニングを受けた職員の数は以下の表のとおり。 

 

国 名 域内 ・ 中央 郡 現 場 
ラオス 21 / 3 31 / 40 121 / 162 

               達成値/目標値 

 

指標 2：各国で収集、分析された EPI データの数：2 

ウシ及び水牛の寄生虫調査とカイソン・ポンビハン郡とソンコン郡での HS の EPI 調査 

 

３－２－２ 実施プロセス 

 ラオスの国別プログラムは、パイロットサイト、地方、中央レベルでの主要な家畜疾病に
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対する監視体制の強化である。サバナケット県のカイソン・ポンビハン郡とソンコン郡が

パイロットサイトとして選択された。また、サバナケット県のラボラトリーと NAHC が主

にプロジェクトに携わっている。 

 NJCC は 4 回開催された。NC が国別プログラムの活動を進め、サバナケット県の PAFO の

サイトマネジャーが現場での活動実施を担当した。 

 

３－２－３ 5 項目評価結果 

(1) 妥当性：高い 

 農林省畜水産局（Department of Livestock and Fisheries, Ministry of Agriculture and 

Forestry：DLF）の 5 カ年計画（2011～2015 年）で、次のような戦略や計画が策定され

ている。1) （サバナケットを含む）6 県のラボラトリーの診断技術の強化、2) 県ラボ

ラトリーへの基礎インフラ整備と家畜疾病診断に対する技術支援、3) VVW の増員（1

村当たり 1 名から 2、3 名へ増員）、4) 家畜疾病防除とワクチン接種に関する畜産農家

への啓発活動の強化、5) 家畜の移動のモニタリング、6) 家畜の増産、が挙げられて

いる。国別プログラムは、5 カ年計画の県ラボラトリーの強化と畜産農家への啓発活

動という戦略に沿っている。本プロジェクトのラオス政策との整合性は高いといえる。  

 近年、タイとベトナムで AI 及び PRRS が頻繁に発生している。これらの国から感染し

た家畜がラオスに入国する可能性もあり、ラオスにおいて家畜疾病防除のニーズが強

いといえる。また、ラオス政府はベトナム、タイと政府二国間協議を実施しており、

家畜の移動や家畜疾病防除、その他家畜衛生に関して協議を重ねている。本プロジェ

クトはラオス政府のこのような方向性を支援しており、ニーズに合っているといえる。 

 サバナケット県はタイ、ベトナムと国境を接している。特に、ソンコン郡とカイソン・

ポンビハン郡はタイと国境を接しており、家畜疾病防除への取り組みに対してニーズ

が高い。さらに、サバナケット県の農業カレッジの学生たちに実習の場を提供してい

る。これらの状況から、同県の家畜衛生分野において、県ラボラトリーは重要な役割

を果たしているといえる。 

 

(2) 有効性：中程度 

 国別プログラムのプロジェクト目標は「パイロットサイト、地方、中央における主要

な家畜疾病の監視体制が強化される」であり、プロジェクトの意義は、幾つかの疾病

の基礎診断技術が可能になったことと機材が供与されたことにより県ラボラトリー

が機能し始めたことである。プロジェクト開始前は診断のためにビエンチャンの

NAHC にサンプルを送る必要があったが、現在は、ある程度の疾病についてはサバナ

ケットの県ラボラトリーで診断が可能となった。サバナケット県の家畜衛生セクター

の職員は EPI 調査を通じてサーベイランスの知識と技術を習得し、プロジェクト目標

達成の基盤は整備されたといえる。一方で、県ラボラトリーは機能を開始したばかり

で、畜産農家から提出されるサンプルの数も十分とはいえない。パッシブサーベイラ

ンスを含んだ家畜疾病情報システムは、県ラボラトリーの活用とともに十分機能すべ

きである。 
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(3) 効率性：中程度 

1) 成果の達成度 

（成果 1）診断技術が強化される 

 県ラボラトリー職員の診断技術はトレーニングを通じて強化され、プロジェクトに

よって新しい診断技術が導入された。細菌学と寄生虫学の基礎知識と技術が職員に

よって習得された。トレーニングの内容は県ラボラトリー職員の知識と技術レベル

を反映させたものとなっており、NAHC で 6 週間のトレーニングと 2 週間のトレー

ニングが実施され、また県ラボラトリーにて 1 週間のオンサイトトレーニングが 3

回実施された。さらに、細菌学のトレーニングが日本人短期専門家によって実施さ

れている。しかしながら、県ラボラトリー職員へのインタビューによると、実務で

の体系的な家畜疾病診断のためには更なるトレーニングが必要との意見が聞かれ

た。ラオスに家畜衛生分野の高等教育機関がないため、職員の専門教育レベルは限

られている。そのため、県ラボラトリー職員の知識や技術レベルに適切な包括的な

トレーニングプログラムを開発する必要がある。 

 パイロットサイトの 162 名の VVW のうち 121 名の VVW が 4 日間のトレーニング

に参加し、ウシ、ブタ、家禽からのサンプル採取技術と臨床的診断を習得した。パ

イロットサイトのコーディネーターによると、トレーニングに参加した VVW と参

加していない VVW では、ワクチン接種技術や VVW の役割と責務に対する理解度

に相違がみられるとのことである。さらに、トレーニング参加者は VVW として自

信と誇りをもち任務にあたっている。VVW の知識と技術が改善したことにより、

村人も彼らを信頼するようになったとのことである。 

（成果 2）監視情報システムが強化される 

 中間レビュー時に村、郡、県、中央レベル間の既存の家畜疾病情報システムが確認

されているが、適切に機能していない。2 つのラインの情報システムが存在してお

り、1 つは村長、郡長、県知事のラインであり、もう 1 つは、VVW、DAFO、PAFO

のラインである。情報を管理し疾病の発生に対して迅速に対応するために、獣医法

にのっとった後者のラインによる情報システムが促進されるべきである。  

 中間レビューにおいて、関係者間の「家畜疾病発生前のサーベイランス」に対する

共通理解の不足が指摘されていたが、その後 EPI 調査が実施され、PAFO 及び DAFO

の職員と VVW がサーベイランスについて理解を深めた。さらに、VVW が EPI 調査

の重要性を理解し、糞便サンプルの採取技術を習得した。DAFO へのインタビュー

によると、VVW は外部からの技術支援なしにサンプル採取ができるようになった

との回答が得られた。2010 年 11 月 8～13 日にタイで実施された第 3 回 EPI 調査モ

デルワークショップでは、ラオスの EPI チームから質の高い報告がなされており、

EPI 調査とワークショップでのプレゼンテーション実施の経験は、C/P が自分たち

の方向性について自信をもちながら家畜疾病防除に関する活動を実施することを

促進したといえる。 

 

2) 投 入 

 NC は計画どおりにプロジェクト活動を実施すべく努力し、RPS もロジスティクス
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業務面で NC を支援した。しかしながら、C/P 機関のキャパシティが不十分である

ことから、国別プログラムの継続的で円滑な活動実施のためには、ラオスの C/P 機

関へのよりきめ細やかで、より長期、頻繁な訪問と助言が必要であったといえる。

また、国別プログラムを実施するにあたり、C/P による活動費の立て替えが必要で

困難であったとの意見が聞かれた。 

 県ラボラトリーへの機材が電圧の関係で設置が遅れたものの、C/P が独自予算で問

題を解決した。機材は適切に設置され、機能していることが確認されている。 

3) 実施体制 

 本プロジェクトの実施体制は、主に NC が、国別プログラム及び域内活動のマネジ

メントに携わった。なお、NC は、NAHC での課長としての通常業務に加えて、本

プロジェクトを含む 3 つのドナープロジェクトを担当しており、負担が集中した側

面もみられた。 

 

(4) インパクト：中程度 

 パイロットサイトにおいて基本的な監視体制はあり、プロジェクトは上位目標達成の

方向に進んでいるものの、上位目標の達成見込みは高いとはいえない。ラオス国内の

他地域へ家畜疾病の監視体制を普及させるためには、国別プログラムがモデルとして

の成果を上げるために十分に機能することが必要である。  

 ラオスには 6 つの県ラボラトリーのうち主要な県ラボラトリーが 4 つあり、サバナケ

ット県ラボラトリーは も進んでおり機材も有することから、DLF は、サバナケット

県ラボラトリーを他の 3 県（チャンパサック県、ウドムサイ県、ルアンパバン県）に

対するモデルとして機能させる計画である。 

 

(5) 自立発展性：中程度 

 DLF の 5 カ年計画にあるとおり、中央レベルの家畜疾病防除に関する政策は継続され

る見込みである。県ラボラトリーに新しい職員を雇用した実績もあり、DLF と PAFO

による県ラボラトリー強化のための努力は継続される見込みである。 

 県ラボラトリー職員は、基礎的な細菌検査及び寄生虫検査の知識及び技術を習得した

ものの、彼らの技術の確立とその自立発展性を確保するためには、更なるトレーニン

グが必要である。しかし、トレーニング実施に係る予算はドナーからの支援に依存し

ており、また専門技術のトレーナーとなる人材は中央レベルにおいても限られている。   

 PAFO は、IFAD/ADB に対して、県ラボラトリーと DAFO の職員、VVW に対するトレ

ーニング実施と検査、サンプリング実施への支援に関するプロポーザルを提出した。

プロポーザルが承認されれば、本プロジェクトの成果が持続されると考えられる。 

 PAFO は、次のような他セクターとの連携を計画している。1）人への感染の可能性が

ある 5 つの疾病に関して県の保健セクターと連携した取り組み、2）食肉処理場や輸

出入業者による県ラボラトリーでの食肉製品検査を通じた食品安全の強化、3）プラ

イベートセクターの動物クリニックによるワクチン接種前の県ラボラトリーでのサ

ンプル検査、が挙げられる。これらのシステムは、財政面及び技術面において県ラボ

ラトリーの持続、活用に有効であるといえる。 
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 PAFO、県ラボラトリーの職員と VVW はウシ、水牛の内部寄生虫に関する EPI 調査を

通じてアクティブサーベイランスの方法を習得した。さらに、EPI 調査の実施と EPI

調査モデルワークショップでのプレゼンテーションは、C/P の努力によって成功を収

めており、これらの経験は C/P による活動の継続を促進したといえる。しかしながら、

アクティブサーベイランス実施の自立発展性は、財政的側面から外部からの支援に依

存せざるを得ない。 

 JICA のシニア海外ボランティアが 2011 年 1 月に NAHC に配置される。ボランティア

の協力によってプロジェクトの成果が持続、活用されることが期待できる。 

 

３－２－４ 提 言 

 県ラボラトリーを活用するために次の取り組みが必要である。1) 県ラボラトリーのサー

ビスと機能の明確化、2)県ラボラトリーの広報、そして 3)県ラボラトリーでの検査促進

のための VVW に対する啓発活動、が挙げられる。 

 VVW のキャパシティ強化のための継続的な活動実施が重要である。家畜疾病監視体制

の確立のためには畜産農家の理解と協力が必要不可欠であり、農家の意識向上、家畜の

サンプル採取への協力などの促進のために VVW が果たす役割は大きい。相互信頼に基

づいた連携は、県ラボラトリーへ提出されるサンプル数の増加につながる。 

 既存の情報システムの改善点を関係者間で協議、共有し、取り組みを進めることが必要

である。家畜疾病防除に関する情報の管理と活用のためには、VVW、DAFO、PAFO の

情報ラインが十分に機能することが必要である。 

 プロジェクトの成果の継続及び発展のために、外部からの県ラボラトリーへの継続的な

支援が望ましい。DLF と PAFO はプロジェクトの成果を村落開発に取り組んでいるドナ

ーに対して広報することを提言する。 

 

３－２－５ 教 訓 

 ラオスではローカルリソースや国内での経験が限られているため、外部支援への依存度

が高い。特に、県レベルのパイロット事業を行う場合には、中央レベルの事業に比べて

更に外部からの集中的な支援が必要である。 

 タイ人専門家によるトレーニングは、言語と家畜衛生分野の発展の歴史（タイの経験が

ラオスに生かせるという意味で）が類似していることから、ラオスの参加者から好評を

得ている。タイ人専門家の活用はラオスでは有効であろう。 

 

３－３ マレーシア 

３－３－１ プロジェクトの実績 

(1) 投 入 

＜日本側＞ 

 専門家の派遣：付属資料２「AnnexⅡ」 

 本邦研修：付属資料２「AnnexⅢ」 

 現地業務費、供与機材：付属資料２「AnnexⅣ」 

 機材リスト：付属資料２「AnnexⅤ」 
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＜マレーシア側＞ 

 域内活動と域内専門家の派遣：付属資料２「AnnexⅥ」 

 プロジェクトディレクター、プロジェクトマネジャー、NC、サイトマネジャーの配置：

付属資料２「AnnexⅦ」 

 2008、2009、2010 年の C/P 経費の総額：付属資料２「AnnexⅣ」 

 

(2) 活動レベルでの実績 

終了時評価時点でのマレーシア国別プログラムの進展と実績は付属資料２「AnnexⅧ」

のとおり。 

 

(3) 国別プログラムの主な実績 

国別プログラム目標：ポンティアン郡 DVO、ジョホール州 SVS、プトラジャヤの DVS EPI・

監視部の間の家畜疾病に対する監視能力が強化される。 

 

指標 1：家畜疾病監視能力を有する人員の数 

国 名 中央―地方 州―郡 現 場 
マレーシア 51/2 65/11 296/202 

                                         研修を受けた人員の数/人員の目標数 

 

指標 2：収集・分析された EPI データの数：1 

ペングカラン・ラジャ、ジェラム・バツにおける ND の EPI 研究モデル 

 

３－３－２ 実施プロセス 

 マレーシアの国別プログラムの目的は、ポンティアン郡 DVO、ジョホール州 SVS、プト

ラジャヤの DVS EPI・監視部の間の家畜疾病に対する監視能力の強化である。毎年開催

される NJCC において、前年度のプロジェクト進捗のレビューと当年度の活動計画の承

認が行われた。プロジェクト活動の調整は、NC が中央から現場レベルまで行った。 

 DVS、RVL-JB、ジョホール州 SVS、ポンティアン郡 DVO が国別プログラムの主な実施

主体である。VRI は、中央ラボレベルにおける域内協力を疾病監視の分野で実施した。 

 パイロットサイトとして、ポンティアン郡のなかでも養鶏が盛んなペングカラン・ラジ

ャ、ジェラム・バツの 2 つのサブ・ディストリクトが選ばれている。パイロットサイト

内には、全部で 49 の登録済みの商業養鶏場と 120 の養鶏農家が存在し、これらが国別

プログラムの現場レベルにおけるターゲットである。養鶏を行っているすべての業者・

農家は DVO に登録されている。 

 国別プログムへの投入・リソースは、主に DVS の経常予算と家畜衛生管理プログラムの

予算から支出された。プロジェクトへの主な投入は、診断・監視のための資機材供与、

2 人の短期専門家の派遣、研修実施のための専門家派遣と実施コストの負担、監視情報

体制強化のための知見・専門知識の提供である。これらによって既存のアクティブサー

ベイランスの向上、オンライン・データベースの導入も図られた。 
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 DVS と VRI については、他のメンバー国のプロジェクト担当者や関係職員が参加する域

内研修・ワークショップをマレーシアで主催した。また、こうした域内研修のフォロー

アップとして、VRI の研修講師が域内トレーナーとしてカンボジア、ラオス、ミャンマ

ー、ベトナム（Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam：CLMV）に 2009、2010 年と巡

回指導を行った。 

 

３－３－３ 5 項目評価結果  

(1) 妥当性：高い 

 国別プログラムは、ポンティアン郡内の 2 つのサブ・ディストリクトを対象に実施さ

れた。ポンティアン郡では、OIE の基準に基づく「ND フリーゾーン」宣言に向けて、

2006 年 9 月から「ND 管理プログラム」が取り組まれている。この地域で ND が発生

すれば、隣国シンガポールへのニワトリ・鶏肉加工品の輸出が大きく損なわれるおそ

れがあるためである。 

 ND は家畜疾病防除の国家プログラムの対象病害の 1 つとなっている。 

 JICA の国別援助計画では、家畜疾病対策の強化が域内協力で取り組むべき課題として

挙げられており、ADC-2 の国別プログラムは日本の ODA 政策とも合致している。 

 

(2) 有効性：高い 

 RVL-JB の検査能力は、プロジェクトで派遣された 2 人の短期専門家の指導により大

きく向上した。新たに ND 診断のための EEI、PA、HI、ポリメラーゼ連鎖反応（Polymerase 

Chain Reaction：PCR）、幾何学平均力価（Geometrical Mean Titer：GMT）、CK 培養、

HA テストが可能となり、2009 年 9 月～2010 年 10 月の間に血清とクローカル・スワ

ッブのおのおの 1,981 件の検査を実施した。RVL-JB は 2010 年 11 月にはマレーシア地

域ラボの連携セミナーを主催し、他の地域獣医研究所（Regional Veterinary Laboratory：

RVL）、クルアンの DVS ミニラボ、サバの獣医ラボの職員に対して ND 診断の研修を

提供するまでになった。 

 ND に対するアクティブサーベイランスについては、ポンティアン郡では既に 2006 年

9 月より「ND 管理プログラム」の一環として実施されてきた。プロジェクトでは、2009

年 9 月～2010 年 10 月にかけて、日本・タイの EPI 専門家による SVS/DVO 職員への

研修・ワークショップの実施、詳細な実施計画の策定、資材供与ののち、パイロット

サイトで ND に対するアクティブサーベイランスが実施された。また、その結果を入

力するためのオンライン・データベース「鳥類疾患情報システム（ADIS）」がプロジ

ェクトにより構築され、2010 年 10 月から機能している。ADIS にデータ入力するため

の、フィールド調査、ラボ診断結果、疾病対応行動の標準化された記入様式も作成さ

れた。アクティブサーベイランスにより集められたサンプルの検査結果は ADIS に集

積され、その成果・分析は、2010 年 11 月の第 3 回 EPI 調査モデルワークショップで

発表された。 

 SVS と DVO の職員の ND アクティブサーベイランスに関する知識・技術の向上は、

国別プログラムや域内活動で研修を受けたことに加え、プロジェクトにおいて自らア

クティブサーベイランスの計画を立て、実施した経験によるところが大きい。また、
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アクティブサーベイランス自体についても、プロジェクトによる実施前と比べて大き

な進展が認められる。具体的には、標準化された記入様式の使用、系統立った計画と

実施手続き、採材から農家への結果共有までのサーベイランス・サイクルに対する職

員の理解度の深まり等である。 

 養鶏業者と農家の ND に対する意識についても、プロジェクトによる集まりやアクテ

ィブサーベイランス、そして「ND 管理プログラム」下のワクチンプログラム等の活

動を通して向上している。アクティブサーベイランスについては、2010 年 11 月に農

家に検査結果が共有され、これによってサイクルも完結した。DVO 職員は、サーベイ

ランスに対する理解が深まったことで、ND 予防の重要性について以前よりもうまく

農家と話せるようになり、このおかげで、今後の EPI 調査とワクチン接種についても、

農家からの協力が得られやすくなると期待している。 

 監視情報システムの強化に関し、今後は ADIS の研修を更に行い、ADIS のターン・ア

ラウンド・タイムの短縮を図っていく必要がある。ADIS は 2010 年 10 月に機能を開

始したところで、DVO 職員がパイロットサイトからデータを入力し、これは RVL-JB

と DVS に直結しているが、このように強化された監視情報システムの実際の効果につ

いては、今後実証されていくことになる。 

 RJCC や会議については、メンバー国間で議論と情報交換の場を提供した。DVS は 7

つの域内会議・ワークショップ・研修を主催したが、その準備とロジスティクスに関

しては問題なく実施できた。こうした域内会議は、メンバー国の関係者の間でのやり

とりやインフォーマルなコミュニケーションも促し、EPI 調査や監視のマレーシア国

別プログラムにとっても有益であった。 

 家禽疾病の診断に係る域内研修のフォローアップとして、VRI より延べ 15 名の研修講

師が域内トレーナーとして 2009、2010 年に各国のラボに派遣された。VRI の派遣され

た職員からは、こうした域内派遣は、援助国よりも周辺国の方が適正レベルのラボ技

術を供与できることもあり、受入国にとっても大変有用であることが強調された。援

助国からは時にメンテナンスが難しい高度なスペックの機材が供与されることがあ

るが、域内協力では、簡単・安価ではあるが、基礎的・有用な技術を提供することに

なる。また、プロジェクトによって域内トレーナーの機会が与えられたことで、トレ

ーナー・受講者の関係も構築され、VRI の職員は域内支援を広げていくことの重要性

と必要性を認識するようになった。 

 以上の点から、本プロジェクトの 2 つの成果、すなわち家畜疾病の監視技術の強化、

監視通報体制の強化は達成されたと判断される。そしてこれらの成果の達成により、

プロジェクト目標、すなわちポンティアン郡 DVO、ジョホール州 SVS、プトラジャヤ

の DVS EPI・監視部の間の動物疾病に対する監視能力も強化されたと判断される。プ

ロジェクト目標に対して設定された 2 つの指標も、プロジェクト目標が達成されたこ

とを示している。 

 

(3) 効率性：中程度 

 DVS は、JICA からの経費負担にほとんど頼ることなく、「ND 管理プログラム」に沿

って国別プログラムを主体的に実施してきた。活動への投入については、C/P・プロ
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ジェクト双方からのタイミング、量、質はおおむね適切であった。 

 NC が中央から現場レベルまで、プロジェクト活動をモニタリングし調整してきたが、

NC に求められる TOR や仕事量についての事前の指示が JICA からはなく、DVS は NC

を専任にしなかったことから、NC はプロジェクト期間中も他の業務を抱えて非常に

多忙であった。なお、NC が、JICA から PCM、指標設定、モニタリングに関する研修

を受けることができていたなら、非常に有益であったと考えられる。 

 

(4) イパクト：中程度 

1) 上位目標達成の見込み 

上位目標：地域（6 カ国）レベルにおいて越境性家畜疾病の監視体制が構築される 

 国別プログラムのプロジェクト目標、すなわち「ポンティアン郡 DVO、ジョホール

州 SVS、プトラジャヤの DVS EPI・監視部の間の家畜疾病に対する監視能力が強化

される」については達成された。これに加えて、中央ラボ所長会議が上位目標達成

に向けたひとつの土台として新しく設立された。しかしながらメンバー国間の監視

能力については依然大きな隔たりがあることから、上位目標達成に向けた見込みは

中程度である。マレーシアにおいては、まずプロジェクトの成果が他の郡・州にも

適用されていく必要がある。 

 標準化された研修教材・テクストの作成は、プロジェクト後のインパクト発現のた

めに有効であるので、フィールド調査、アクティブサーベイランス、ND 診断方法、

ADIS マニュアルについては、国内へのインパクトだけでなく、他のメンバー国へ

の貢献としても完成されるべきである。 

2) その他のインパクト 

 プロジェクトが実施したアクティブサーベイランスによって、ワクチン接種を受け

たほとんどのニワトリの抗体タイター量は抵抗力レベル以下であり、ND ワクチン

接種プログラムは効果がないことが明らかとなった。ワクチン接種プログラムへの

関与は、このプログラムのスコープ外であるが、プロジェクトによる EPI 調査は、

ポンティアン郡の養鶏業は依然として ND に感染しやすいことを示している。ワク

チン接種プログラムの弱さを DVS が認識したことは、プロジェクトの大きなインパ

クトである。ND 発生リスクが依然として存在するなか、監視技術と監視通報体制

については、ND の早期発見と早期対処が可能・適切・効果的となるよう、プロジ

ェクト後も引き続き強化されていく必要がある。 

 2010 年 12 月に開催されたマレーシア国家疾病管理委員会では、次の点が検討され

た。すなわち、第 10 次マレーシア計画では、ND フリーゾーンに向けた努力は、ポ

ンディアン郡からジョホール州マチャップ・サブ・ディストリクトとメラカ州ジャ

シン・サブ・ディストリクトに拡大すること。ADC-2 期間中は、これらの地域で

ND フリーの状態を維持できていたが、現在のワクチン投与法では免疫をつけるこ

とができないので、次の新フェーズでは飲料水でなく餌にまぜてワクチンを与える

こと。 

 目的・成果・活動・指標等を含むプロジェクトデザイン、計画・実施・評価のプロ

ジェクト・サイクル・マネジメント（Project Cycle Management：PCM）など、国際
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レベルにおけるプロジェクト管理の手法と重要性が DVS に認識された。 

 

(5) 自立発展性：高い 

 国別プログラムの持続性は、政治的・制度的・財政的・技術的の各観点からみて高い。

ND の管理は、国の家畜衛生管理プログラムのなかでも高い優先度を与えられており、

政策的・予算的な取り組みの拡大が期待される。ジョホール州 SVS、ポンティアン郡

DVO の地方レベルにおいても、2012 年までのポンティアン郡「ND フリーゾーン」宣

言をめざして ND 管理プログラムへの取り組みが今後増大すると見込まれる。RVR-JB

の国の ND 対策に占める重要性はますます増加すると考えられ、VRI からの継続的な

技術的支援も期待できることから、技術的な持続性も高い。 

 域内活動の持続性についても高いと判断される。DVS はアセアン協力を積極的に進め

ていくとしており、タイの DLD と同様、プロジェクトにおいては域内活動を牽引し

てきた。VRI の職員はプロジェクトで域内トレーナーとして派遣され、周辺国の C/P

支援に前向きである。マレーシア技術協力プログラム（Malaysia Technical Cooperation 

Program：MTCP）や JICA の第三国研修といった現在動いている域内協力の仕組みが

あり、家畜疾病に関する域内研修を、これら 2 つのスキームによりプロジェクト後も

提供していける可能性もある。 

 アセアンレベルでは、SEACFMD、高病原性緊急疾病（HPED）の EU プロジェクト、

FAO/OIE など、家畜疾病管理のための幾つかのプラットホームが存在している。アセ

アン協力の推進はマレーシア政府内の共通認識となっている。家畜疾病管理は域内の

課題であり、そのための域内協力の推進を明示した政策文書はないものの、DVS はア

セアン諸国への支援を継続・拡大していく意図である。マレーシアの南々協力を推進

していく責任部署である経済計画ユニット（EPU）も、域内協力に向けた取り組みに

対しては柔軟で前向きである。 

 

３－３－４ 提 言 

 ND の監視技術と監視通報体制については、ND の早期発見と早期対処が可能・適切・効

果的となるようプロジェクト後も引き続き強化していくことを提言する。ポンティアン

郡の監視能力の強化は、国別プログラムにより達成されたとはいえ、プロジェクト後も、

RVL-JB、SVS、DVO、農家・業者の各レベルで、継続的な努力として取り組まれていく

必要がある。 

 2009 年 9 月～2010 年 10 月にかけてのアクティブサーベイランスについては、その実施

のレビューを行って、計画の改善に生かすことを提言する。例えば、車両不足により計

画されたサンプリング活動が影響を受けたとの認識が現場職員から示された。ADIS の

ターン・アラウンド・タイムの短縮に向けては、ADIS の研修が更に必要である。また

DVO と SVS については、データを入力する一方で現場においてサンプリング行うこと

から、そのキャパシティ・レビューを行うことが望ましい。DVO と SVS のキャパシテ

ィ評価は、ND 発生時のための緊急プランの準備に向けては特に重要である。 
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３－３－５ 教 訓 

 プロジェクトのロジスティクスをサポートするため NC にアシスタントが任命されれば、

プロジェクト実施もより効果的になったものと思われる。また、プロジェクト専門家と

C/P 機関が、プロジェクトの開始前にロジスティクスと実施の支援について、JICA 現地

事務所の合意を得ておくことも有用と思われる。 

 

３－４ ミャンマー 

３－４－１ プロジェクトの実績 

(1) 投入 

＜日本側＞ 

 専門家の派遣：付属資料２「AnnexⅡ」 

 本邦研修：付属資料２「AnnexⅢ」 

 現地業務費、供与機材：付属資料２「AnnexⅣ」 

 機材リスト：付属資料２「AnnexⅤ」 

＜ミャンマー側＞ 

 域内活動と域内専門家の派遣：付属資料２「AnnexⅥ」 

 プロジェクトディレクター、プロジェクトマネジャー、NC、サイトマネジャーの配置：

付属資料２「AnnexⅦ」 

 2008、2009、2010 年の C/P 経費の総額：付属資料２「AnnexⅣ」 

 

(2) 活動レベルの実績 

終了時評価時点でのマレーシア国別プログラムの進展と実績は付属資料２「AnnexⅧ」の

とおり。 

 

(3) 国別プログラムの主な実績 

国別プログラム目標：小規模農家への獣医サービスが強化され、村からマンダレー、LVBD

本部への疾病通報体制が強化される。 

 

指標 1：家畜疾病監視能力を有する人員の数 

国 名 地方 タウンシップ 現 場 
ミャンマー 47/35 67/12 85/49 

                                         研修を受けた人員の数/人員の目標数 

 

指標 2：収集・分析された EPI データの数：2 

マンダレー管区の小規模酪農家における TB とブルセラ病の横断研究 

 

３－４－２ 実施プロセス 

 ミャンマーの国別プログラムは、アマラプーラとピンウールインの 2 つの T/S における

小規模酪農家への獣医サービス強化と、マンダレー管区と中央行政との間の疾病通報体

制の強化である。プロジェクト活動は、LBVD のマンダレー管区事務所、RVL-Mdl、LVBD
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の 2 つの T/S 事務所により実施された。 

 NJCC が RJCC の前に開催され、2008/09 年度のプロジェクト進捗のレビューと当年の活

動計画の承認が行われた。NC がアシスタント NC とともにプロジェクト全体の実施を調

整した。現場レベルでは、2 つの T/S の 12 人の獣医官が、村の訪問やアクティブサーベ

イランス等のプロジェクト活動を実施した。獣医官による獣医サービスが小規模酪農家

に届くよう、2 つの T/S の AHW も、登録がないので全体の人数は不明ではあるが、プ

ロジェクト活動の対象である。 

 プロジェクトの主要な投入は、RVL-Mdlと 2つのT/S事務所のミニラボへの資機材供与、

国別・域内活動による研修とその経費負担、EPI、寄生虫学、細菌学のタイ・マレーシア

からの域内専門家、臨床獣医学、獣医ラボの日本人短期専門家である。ヤンゴン（中央）

診断ラボラトリー（Veterinary Diagnostic Laboratory Yangon：VL Central）も、RVL-Mdl

に対して研修を実施した。 

 ミャンマーは 2009 年 7 月に第 4 回 RJCC を開催したが、それ以外については、ミャンマ

ーはプロジェクトの域内活動の受取国である。 

  

３－４－３ 5 項目評価結果 

(1) 妥当性：高い 

 LBVD は、家畜衛生促進法（1993 年）を所管しており、そこでは家畜疾病管理とその

通報システムが明記されている。ADC-2 は、こうした LBVD の家畜疾病管理政策を支

援して実施されたものであり、妥当性は高い。 

 

疾病名 2009 年      2010 年 

FMD 1,076 件 (９州管区） 1,135 件（２州管区）

HS 86 件（３州管区） 105 件（２州管区） 

気腫疽（Black Quarter） 91 件（４州管区） 85 件（３州管区） 

炭疽（Anthrax） 61 件（３州管区） 11 件（２州管区） 

情報提供：LVBD 

 

 わが国の対ミャンマー経済協力方針に合致している。 

 パイロットサイトはウシ・水牛の飼育密度が高い。これらの家畜は農家と農村の財

産・収入源であることから、獣医サービスを提供する獣医官と AHW の能力資質強化

を図る ADC-2 は、飼育農家と農村社会のニーズにも合っている。 

 

(2) 有効性：高い 

 RVL-Mdl と 2 つの T/S 事務所の診断技術は、プロジェクト活動を通して強化されてい

る。プロジェクトによる資機材供与と研修実施により、RVL-Mdl では新しく導入され

た診断技術、すなわちブルセラ病に対する RBT、CFT、ELISA、TAT、TB に対するツ

ベルクリン試験と ZN 染色の鏡検、が定着した。T/S 事務所では、日本人短期専門家

の派遣、ミニラボと獣医ドラックキャビネット（Veterinary Drug Cabinet：VDC）の供

与により、ブルセラ病の RBT と TB のツベルクリン試験を行えるようになった。
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RVL-Mdl と 2 つの T/S 事務所の診断技術の向上のため、獣医臨床辞典、基礎技術に関

するラボラトリー・マニュアル、臨床症状とラボ試験に基づくウシの病気の診断と治

療など、幾つかの診断マニュアルが配布された。 

 RVL-Mdl と中央行政機関の間の疾病監視通報ネットワークは、RVL-Mdl の能力強化に

より向上した。LBVD は RVL-Mdl より、マンダレー地域の家畜疾病に関する情報・通

報をより多く受け取るようになった。2009 年 8 月～2010 年 12 月にかけてのブルセラ

病と TB に対するアクティブサーベイランスでは、2,072 頭のウシからのすべての血清

について、T/S 事務所ミニラボにおいて RBT が行われ、その後 RVL-Mdl において RBT

の再試験、それが陽性の場合は CFT と ELISA が行われた。T/S 事務所ミニラボと

RVL-Mdl で検査できるようになったことで、採材から結果分析までの時間が短縮し、

通報システムのターン・アラウンド・タイムが早くなった。 

 パイロットサイトにおける獣医官と AHW の間の関係が良好になったことも、疾病監

視通報ネットワークの向上に貢献している。プロジェクトによる研修やアクティブサ

ーベイランスの実施を通して、以前よりも両者のやりとりや協働が多くなり、獣医官

も、AHW との間で関係・信頼が構築されたことで、村からの連絡・情報共有・通報

が良くなってきていることを認識している。 

 パイロットサイトにおけるパッシブサーベイランスについても効果的に強化されて

いる。2 つの T/S 事務所には 2 人の短期専門家が派遣され、ツベルクリン接種、RBT

試験、ブルセラ検査用採血、基礎的な細菌検査といった伝染性疾病に関する臨床技術

指導を行った。また乳房炎診断、繁殖障害、第 4 胃変異手術等の家畜一般平病に係る

技術指導も行った。短期専門家によるこれらのインプットは、農家に大変感謝され、

AHW や農家が一層 T/S 獣医官と連絡を取り協働することを促したことから、疾病監

視通報ネットワークシステムの強化に貢献したと考えられる。 

 以上の点から、本プロジェクトの 2 つの成果、すなわち RVL-Mdl と T/S 事務所のスタ

ッフの診断技術の強化、マンダレー管区と中央の間の疾病監視通報ネットワークシス

テムの強化は達成されたと判断される。そしてこれらの成果の達成により、プロジェ

クト目標、すなわちアマラプーラとピンウールインの 2 つの T/S の小規模酪農家への

獣医サービスの強化と、現場・マンダレー管区・中央行政を結ぶ疾病通報体制も強化

されたと判断される。プロジェクト目標に対して設定された 2 つの指標も、プロジェ

クト目標が達成されたことを示している。 

 2008 年 5 月にサイクロン「ナルギス」がエーヤワーディ・デルタに上陸し、FMD 発

生の懸念と LBVD からの要請があったことから、畜産セクターへの緊急支援として、

FMD のための薬剤と検査器具を調達・供与した。この緊急支援により、2009～2010

年のワクチン生産は、対前年度（2008～2009 年、12 万 3,400 本）2 倍の 22 万 1,200 本

となった。ワクチンはエーヤワーディ・デルタを含む FMD の発生地域に配布された。

情報システムの重要性と早期の対応の家畜疾病に対する重要性が実際に示された。 

 

(3) 効率性：中程度 

 LBVD は家畜疾病管理と小規模農家への獣医サービスの提供に向けて強い意識をもっ

てプロジェクトを進めた。域内活動・国別プログラムのリソース投入については、全
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体的なタイミング、量、質については、適切に管理された。 

 ブルセラ病と TB のアクティブサーベイランスについては、計画・管理のための T/S

担当官に対する事前の打合せや研修、タイ EPI 専門家の 8 回にわたるミャンマー訪問、

サーベイランスの実施に向けた農家の理解と協力促進のための意識啓発を含めて、入

念に計画され系統的に実施された。 

 NC とアシスタント NC は、RPS がバンコクベースであるというプロジェクトの実施

体制に伴う困難があるなかで、プロジェクト進捗をよくモニタリングし調整した。RPS

と C/P との間のコミュニケーションは、短時間のミーティングとメール交換によらざ

るを得ず、それは時にプロジェクト活動についての説明、議論、共通理解の不足につ

ながった。これらはプロジェクトの実施、特にプロジェクト開始時においてはいずれ

も必要なものである。 

 C/P は予算の概算払いあるいは予算支出の権限をもたずに国別プログラムを計画し実

施してきた。ミャンマーでは信用買いは難しく、こうした会計規則により、プロジェ

クトの幾つかの活動については長期専門家が来緬し、支出を承認し、支払うまで待た

なければならず、プロジェクトの効率性を下げた。会計規則は適用・遵守されたが、

それらが十分説明され、理解され、合意されたとはいえない。 

 中間評価における提言、すなわち T/S 事務所ミニラボに関する学習機会を 大化する

こと、T/S 獣医官の獣医サービスを強化すること、については後半のプロジェクト活

動に反映された。 

 

(4) インパクト：中程度 

1) 上位目標達成の見込み 

上位目標：地域（6 カ国）レベルで越境性家畜疾病の監視体制が構築される 

 国別プログラムのプロジェクト目標、すなわち「小規模酪農家への獣医サービスの

強化と、現場・マンダレー管区・中央行政を結ぶ疾病通報体制の強化」については

達成された。これに加えて、中央ラボ所長会議が上位目標達成に向けたひとつの土

台として新しく設立された。しかしながらメンバー国の間で監視能力に依然大きな

隔たりがあることから、上位目標達成に向けた見込みは中程度である。ミャンマー

においては、まず国別プログラムの成果が他の T/S・管区にも適用されていく必要

がある。 

2) その他のインパクト 

 T/S 獣医官によると、FMD や HS/BQ/Anthrax に対するワクチン接種の実施がプロジ

ェクトのおかげで容易になった。T/S 獣医官は 1 年に 2 回村落を訪問し、ワクチン

注射を行っている。プロジェクトにおける研修やアクティブサーベイランスの実施

を通して、獣医官は村落を訪問する機会が増え、農家と家畜疾病についてもよく話

すようになり、以前より村落と良い関係をもてるようになった。 近では、獣医官

は以前よりも農家が協力的になり、ワクチン接種も効率的に行えるようになった、

と認識している。 

 AHWについては、プロジェクトの研修により家畜飼養と家畜衛生への知識を得て、

家畜疾病に対してより自信をもって農家と話せるようになっている。AHW は、農
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家からの問い合わせに対して、以前は全部 T/S 獣医官に尋ねるような状況であった

が、 近では幾つかの問い合わせについては自分で答えられるようになった。 

 

(5) 持続性：中程度 

 RVL-Mdl におけるブルセラ病と TB の診断技術は、今後も診断が継続していくことか

ら、持続性が見込まれる。プロジェクトによって供与された診断のための備品は簡便

で高価なものではなく、RVL-Mdl で消耗品、薬品、試薬を補充できる。マンダレー管

区の家畜疾病管理は政府にとっても優先度が高いことから、LBVD から RVL-Mdl への

政策的・予算的支援も期待される。 

 RBTとTATの試薬については、ヤンゴンの獣医ワクチン生産ラボで生産され、RVL-Mdl、

ピンウールイン、アマラプーラのミニラボに配られている。ツベルクリンについては

輸入されなければならず、 小の輸入単位は 2,000 本からで高価ではあるが、ミャン

マー家畜協会が費用の一部を支援する予定である。 

 アマラプーラ、ピンウールイン T/S 事務所の診断技術も維持されると見込まれる。獣

医官は VDC を使用し、薬を処方し、処方記録をつけ、獣医サービスの料金を徴収し

ており、これが 1 年以上続いている。VDC のために設置された回転資金は機能してい

るように思われる。また、AHW や農家からの要望や連絡に対応する形で、獣医官は

今後より多くの試験をやるようになることが予想される。 

 疾病通報システムについても、獣医官と AHW の意識啓発と技術向上、更に両者の良

好な関係により、維持されていくことが見込まれる。また、獣医官・AHW と農家と

の関係についても、連絡・情報が取りやすくなり、ワクチン接種も容易になっている。 

 多くの予算と人員を要するアクティブサーベイランスについては、持続性は低い。プ

ロジェクト終了後はドナー機関の支援がない限り、アクティブサーベイランスの実施

は難しい。フェーズ 1 の際には、2005 年にヤンゴンでタイ専門家によりツベルクリン

試験のデモンストレーションが、2006 年にはヤンゴンでブルセラ病のアクティブサー

ベイランスが実施された。 近では、FAO と KOICA が高病原性鳥インフルエンザ

（Highly Pathogenic Avian Influenza：HPAI）と FMD のアクティブサーベイランスを支

援している。また、FAO はアヒルとブタを対象に 27T/S でのアクティブサーベイラン

スを計画している。ブルセラ病と TB に関しては、今のところドナー支援の予定はな

い。 

 

３－４－４ 提 言 

 ブルセラ病と TB のアクティブサーベイランスについては、公衆衛生の観点から、小規

模酪農家だけでなく今後は商業業者も含めていく必要があるが、そうした疾病管理体制

の継続的強化に向けては、LBVD はミャンマー家畜協会との協働を模索してくべきであ

る。商業業者においては小規模酪農家よりも感染が広がりやすく、更に小規模酪農家の

家畜はしばしば大規模農家から分けられてくることもある。また、アクティブサーベイ

ランスの持続性については、ドナープロジェクトのようにもっぱら外部予算に頼ること

になるので、このプロジェクトの成果と経験を基に、パッシブサーベイランスの強化が

検討される必要がある。 
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 T/S 獣医官は、診断を続け処方・治療記録をつけていくことで、ミニラボと VDC を積極

的に維持してくべきである。ミニラボについては毎日使い続けていくことが極めて重要

で、自ら繰り返しミニラボで診断を行うことで、診断技術を習熟して獣医としての能率

も上がり、それが VDC の回転資金を維持する料金徴収につながっていく。 

 処方・治療記録はパソコンに入力し集積して分析されることが望まれる。現在はミニラ

ボとVDCの使用について月に 1度の要約がT/S獣医官によって準備されているが、LBVD

はこの文書化を更に進めて PR 活動に活用し、ミニラボと VDC の努力を広めていく必要

がある。 

 国別プログラムの効果がマンダレーの他の T/S、そして全国に広められ共有されること

が望まれる。LBVD も、そのためのセミナー、研修ワークショップ、トレーナー研修、

スタディ・ツアーに対して予算的・技術的支援を行う用意がある。 

 JICA 第三国研修が、ミャンマーと周辺国の間でワークショップや専門家派遣といった域

内活動が継続され進められていくためのひとつのスキームとして利用されるべきである。

ミャンマーにおけるプロジェクト活動は、国別プログラムよりも域内活動による研修や

ワークショップが多く、域内研修やワークショップ、特に、EPI、ブルセラ病、家畜疾病

監視、FMD 予防に関するものは、C/P から高い評価を得ている。 

 

３－４－５ 教 訓 

 地域協力プロジェクトでは、比較的進んだ国に事務局機能など拠点を置くケースが多く、

遅れた国に専門家が配置されないケースが生じる。ADC-2 では拠点がタイに置かれ、他

の 5 カ国への支援は出張ベースであったため、各国のプログラムを促進するのが難しか

った。具体的には専門家が常駐しないことによる非効率な会計処理の方法などが挙げら

れる。また、専門家と C/P 間の密なコミュニケーションやともに働く感覚の共有といっ

た JICA の技術協力の特性を生かすことも難しい。このため、地域協力プロジェクトを

実施するうえでは、拠点以外の国に対する特別な配慮・措置を検討することが望ましい。 

 

３－５ タイ 

３－５－１ プロジェクトの実績 

(1) 投 入 

＜日本側＞ 

 専門家の派遣：付属資料２「AnnexⅡ」 

 本邦研修：付属資料２「AnnexⅢ」 

 現地業務費、供与機材：付属資料２「AnnexⅣ」 

 機材リスト：付属資料２「AnnexⅤ」 

＜タイ側＞ 

 域内活動と域内専門家の派遣：付属資料２「AnnexⅥ」 

 プロジェクトディレクター、プロジェクトマネジャー、NC、サイトマネジャーの配置：

付属資料２「AnnexⅦ」 

 2008、2009、2010 年の C/P 経費の総額：付属資料２「AnnexⅣ」 
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(2) 活動レベルの実績 

タイの国別プログラムの進捗状況と実績は付属資料２「AnnexⅧ」のとおり。 

 

(3) 国別プログラムの主要な実績 

国別プログラムの目標：MHS-AQS で家畜疾病の診断と監視体制が強化される 

 

指標 1：家畜疾病監視に関して十分なキャパシティを有する職員の数 

家畜疾病監視に関してトレーニングを受けた職員の数は以下の表のとおり。 

 

国 名 域内 ・ 中央 郡 現 場 
タイ - - 3/4 

                達成値/目標値 

 

指標 2：各国で収集、分析された EPI データの数：1 

MHS-AQS における輸入牛・水牛による FMD 感染の定性的リスク分析 

 

３－５－２ 実施プロセス 

 タイの国別プログラムはメーホンソンの検疫ステーションのラボ設置・強化である。ま

た、DLD は、サーベイランスに該当する活動として、第 3 年次に MHS-AQS における輸

入牛・水牛のリスク要因分析を国別プログラムとして追加提案され、タイ・日本の EPI

専門家の支援を受けて実施された。 

 終了時評価までにタイ国内の合同調整委員会が 3 回開催され、プロジェクト活動の進捗

と 2011/12 年度の PO 案の承認を行った。NC はバンコク港検疫ステーションの責任者で、

特に MHS-AQS での活動の進捗支援と、検疫に関する地域協力で域内専門家を務めてい

る。 

 国別プログラムの実施主体は、MHS-AQS。地域ラボの獣医調査開発地域センター

（Regional Veterinary Research and Development Center：RVRDC）と地域リファレンス・

ラボで FMD ワクチンの製造を行っている口蹄疫地域参考検査室（Regional Reference 

Laboratory-Foot and Mouth Disease：RRL-FMD）が診断技術の指導を行った。JICA の支援

は MHS-AQS への機材供与であった。 

 2009 年 10 月に短期専門家の指導を受けて、モニタリングシートを作成し、国別プログ

ラムの指標設定を行った。 

 域内協力では、検疫担当者がタイ国内での研修・ワークショップ・各国での検疫指導を

行った。また、国立家畜衛生研究所（National Institute of Animal Health：NIAH）のスタ

ッフがベトナムでのアクティブサーベイランス（主に PRRS）など、域内専門家として

参加している。また、DLD の検疫ステーションの職員が、タイでメンバー国の検疫ステ

ーションの職員を招いて研修を実施し、その後、講師を務めた職員が域内専門家として

他のメンバー国に派遣され、検疫システム強化のための助言を行った。 

 MHS-AQS における輸入牛・水牛のリスク要因分析については、当初、C/P がこうした調

査を実施した経験がなく不慣れであったため、提案書の作成に時間がかかり、実際の調
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査実施は第 3 年次となった。調査を行うにあたり、タイ北部の検疫ステーションの職員

を含めて研修を受け、調査の方向性や実施方法について明確化することができた。タイ

と日本の EPI 専門家の支援を受けながら、MHS-AQS の職員既存データと現状分析に基

づき調査を実施した。調査結果は第 3 回の域内 EPI ワークショップで発表された。また、

MHS-AQS では家畜取引業者を招いて同様に調査結果の発表を行った。 

 

３－５－３ 5 項目評価結果 

(1) 妥当性：高い 

 DLD では増加傾向にある家畜（ウシ・水牛）の輸入に対応するため、2003 年に主要

検疫ステーションに簡易ラボを設置して迅速に検疫を行う方針を立てた。この方針に

沿って DLD では家畜流入が増加しているミャンマー国境に近い MHS-AQS にラボを

設置することを国別プログラムとして実施することを決定した。ADC-2 でこの計画が

立案された段階では、プログラム実施と対象サイトの妥当性は高かったといえる〔ウ

シ・水牛の輸入頭数データは(5)自立発展性の項を参照〕。 

 検疫ステーションでは検疫システムの有効性を把握するためのツールのニーズが高

く、検疫ステーションにおける輸入牛・水牛のリスク分析を行うことで、現行の検疫

システムが適正かどうか自己判断することができるため、職員の意識向上にも有効で

ある。こうした点から、国別プログラムの内容についても妥当性が高いと判断できる。 

 

(2) 有効性：高い 

 MHS-AQS にラボを設置する目的は地域ラボにサンプルを送るのではなく、検疫ステ

ーションで迅速に診断を行うためのモデル事業を確立することであった。本プロジェ

クトを通して、MHS-AQS ラボの診断技術は着実に向上し、これまでにブルセラ病、

TB、FMD の診断が可能となった1。モデル事業の有効性は高いと判断できる2。 

 プロジェクト開始時、輸入牛・水牛の 25%に対してランダム・サンプリングが実施さ

れていたが、2010 年以降、DLD はブルセラ病、TB、FMD について全頭検査を実施す

る方針に転換した。このため、検疫ステーションで診断が可能となったことで、地域

ラボの検査業務負担を軽減するというメリットも生じた。 

 MHS-AQS ラボの職員に対して RVRDC と RRL-FMD が実地訓練（On-the-Job Training：

OJT）や機材のテストランなどの支援を行った。JICA の供与機材のうち消耗品の納入

が遅れたが、MHS-AQS ではタイ側で不足する消耗品への対応を行い、ラボを稼働さ

せることができた。こうした点から、国別プログラムを通して地域ラボが検疫ステー

ションラボの技術支援を行う十分な能力とリソースを有していることも明確となっ

た。 

 今回 DLD が実施したリスク分析の結果は、学術誌あるいは DLD のウェブサイトに掲

載される予定であり、他の検疫ステーションでも同様の調査を行うための参考事例と

して参照される。 

                                                        
1 2010 年 1 10 月の実績で、MHS-AQS ラボで 1,129 件の血清が採取され、同ラボで 454 件、RVRDC で 674 件の検査が実施さ

れた。診断の結果、ブルセラ病と TB は検出されず、FMD 199 件の陽性結果があった。 
2 DLD の方針として、ヨーネ病、レプトスピラ症は RVRDC で診断が行われている。 
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(3) 効率性：中程度 

 MHS-AQS での検査数を想定するのに時間がかかったため、ラボへの消耗品の供与の

遅れが生じたが、RVRDC と RRL-FMD が職員への診断技術の OJT、機材のテストラ

ン、消耗品の調達等で支援を行ったため、ラボを計画どおりに稼働させることができ

た。このように現地リソースを活用することで、順調にプロジェクト活動を実施する

ことができた。 

 プロジェクトの前半期間、タイの国別プログラムは MHS-AQS ラボの強化だけであっ

た。検疫システムのリスク分析調査がプロポーザルとして挙げられたのは 2 年次と遅

く、C/P もこうした調査に不慣れであったため、この活動の実施は遅れ気味であった。 

 

(4) インパクト：高い 

 DLD はアセアン自由貿易協定（AFTA）に備えて、北タイの 7 8 カ所の主要検疫ステ

ーションに簡易ラボを設置する方針を掲げており、MHS-AQS のラボは簡易ラボを整

備するためのモデル事業である。この方針に沿って、DLD は既に北タイの検疫ステー

ションに簡易ラボを設置するための予算の一部を確保している。今後、配分予算に応

じて徐々に簡易ラボを整備することを明確にしており、本プロジェクトによる十分な

インパクトを見込むことができる。 

 本プロジェクトで実施した MHS-AQS でのリスク分析調査も他の検疫ステーションに

とって参考となる調査である。この調査に参加した DLD 職員は十分な知識を得てお

り、他の検疫ステーションを支援することができる。この調査を参考に他の検疫ステ

ーションもリスク分析調査を実施するようになれば、家畜疾病防除のための重要な措

置を自己チェックすることが可能となる。 

 

(5) 自立発展性：高い 

 現状、政策レベルで検疫ステーションにラボを設置していくという方針に変更はない。

MHS-AQS のラボには研修を受けた 2 名のスタッフが配置され、診断を RVRDC と分

担していることから、今後も RVRDC による継続的な技術支援が行われる見込みであ

る。タイではラボ関係の消耗品調達も問題ない。DLD によれば、フェーズ 1 で支援し

たカンチャナブリーの検疫ステーションラボも稼働しているという。DLD は今後も主

要検疫ステーションにラボを整備する方針を掲げており、政策的にも MHS-AQS の診

断機能の維持は重要度が高い。こうした点から、ADC-2 終了後も MHS-AQS ラボの自

立性は高いと判断される。 

 MHS-AQS ラボの継続性について特に懸念材料はないが、診断について若干のリスク

要因がある。2010 年以降、ブルセラ病、TB、FMD については輸入牛・水牛の全頭検

査を実施することとなり、検査キットの不足が生じている。このため、輸入牛・水牛

の大幅な増加などあれば、診断キャパシティが不足する可能性がある。また、輸入量

が も多いミャンマーに接する北タイの国境沿いは DLD の重点地域となっている。

しかし、プロジェクト開始年である 2008 年から、域内の家畜価格の変化を反映して、

ミャンマーからタイへの輸出が大幅に減少した。この減少傾向が長期間継続した場合、

検疫ステーションで診断を行うという方針の妥当性を含めて見直しが必要となる。 
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MHS-AQS での家畜輸入の傾向 

年 ウシ 水牛 合計 
2004 61,289 18,124 79,413 
2005 61,766 22,240 84,006 
2006 22,533 8,483 31,016 
2007 8,050 7,427 15,477 
2008 255 2,650 2,905 
2009 271 2,160 2,431 
2010 368 1,473 1,841

データ提供：MHS-AQS 

 

３－５－４ 提 言 

 DLD は北タイの家畜輸入の傾向をモニタリングし、検疫検査の量が大きく低減した場合

は MHS-AQS のラボ機能（機材と職員）をよりニーズの高い検疫ステーションに移すな

ど柔軟に対応し、プロジェクトの提供したインプットの効率的な運用に努めることを提

言する。 

 DLD は、MHS-AQS における FMD のリスク分析調査の結果を論文にまとめて DLD の職

員が参照できるようにすることを提言する。また、DLD は他の検疫ステーションもメー

ホンソンの経験をベースに、同様の調査を実施するよう推奨することを提言する。 

 

３－６ ベトナム 

３－６－１ プロジェクトの実績 

(1) 投 入 

＜日本側＞ 

 専門家の派遣：付属資料２「AnnexⅡ」 

 本邦研修：付属資料２「AnnexⅢ」 

 現地業務費、供与機材：添付資料２「AnnexⅣ」 

 機材リスト：付属資料２「AnnexⅤ」 

＜ベトナム側＞ 

 域内活動と域内専門家の派遣：付属資料２「AnnexⅥ」 

 プロジェクトディレクター、プロジェクトマネジャー、NC、サイトマネジャーの配置：

付属資料２「AnnexⅦ」 

 2008、2009、2010 年の C/P 経費の総額：付属資料２「AnnexⅣ」 

 

 

(2) 活動レベルの実績 

終了時評価時点でのベトナム国別プログラムの進展と実績は付属資料２「AnnexⅧ」の

とおり。 

 

(3) 国別プログラムの主な実績 

国別プログラム目標：家畜疾病の監視体制が現場（パイロットサイト）、地方、中央レベ

ルで確立される。 
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指標 1：家畜疾病監視能力を有する人員の数 

国 名 中央―地方 省―郡 現 場 
ベトナム 54/8 60/40 40/152 

                                         研修を受けた人員の数/人員の目標数 

 

指標 2：収集・分析された EPI データの数：1 

クアンナム省における CSF の EPI 調査 

 

３－６－２ 実施プロセス 

 ベトナムの国別プログラムは、家畜疾病の監視技術と監視通報体制の強化である。国の

中央部に位置するクアンナム省の 2 郡（タンビンとナムジアン）がパイロットサイトと

して選ばれた。 

 監視技術強化に向けたアプローチとしては、まずパイロットサイトを管轄する RAHO4

の診断能力を強化し、これを活用して SDAH-QN にラボを設置して現場近くでの診断を

可能とする。地方レベルにおいては、SDAH-QN と、SDAH-QN 下にある 18 のベトナム

郡獣医サービス事務所（District Veterinary Services：DVS）のなかからパイロットサイト

の 2 つの DVS がプロジェクトを実施した。タンビン郡では 120 人の AHW、（22 の村落

から 1 人ずつ任命されている VAHW と、98 人の民間 AHW）、ナムジアン郡では 32 人の

AHW（9 の村落から 1 人ずつ任命されている VAHW と、23 人の民間 AHW）もプロジェ

クト活動に参加した。両郡を合わせた AHW の総数は 152 人で、この AHW が国別プロ

グラムの現場レベルでの活動対象グループであった。 

 NJCC は毎年開催され、プロジェクト進捗のレビューと 2011/12 年度のプロジェクト活動

計画が承認された。DAH の NC が中央レベルでプロジェクト活動を調整した。またパイ

ロットサイトの活動については RAHO4、SDAH-QN、DVS により実施された。 

 JICA による主な投入は、SDAH ラボへの機材供与、診断技術に関する短期専門家の

RAHO4 への派遣、PRRS に関する短期専門家の NCVD への派遣、研修コースの経費負

担である。NCVD と RAHO4 も、SDAH ラボの職員を訓練した。 

 DAH と NCVD は、メンバー国の関係者、担当職員が参加する PRRS 域内ワークショッ

プを 2010 年に主催した。ワークショップのフォローアップとして、NCVD より域内ト

レーナーが 2010 年 11 月にはラオスに、12 月にはカンボジアに派遣された。 

 

３－６－３ 5 項目評価結果 

(1) 妥当性：高い 

 ベトナムでは家畜疾病が頻発しており、効果的な家畜疾病管理は DAH の優先課題と

なっている。 

 

疾病名 2009 年     2010 年 

FMD 67 件 (21 省） 191 件（24 省）

HPAI 115 件（16 省） 67 件（23 省）

PRRS 46 件（６省） 2059 件（48 省）

情報提供：DAH 
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 ベトナム政府は、HPAI や FMD 等の家畜疾病の管理・根絶に向けて、国レベルでワク

チン接種を実施している。ADC-2 は、地方・省レベルのラボにおける家畜疾病診断の

向上と、そこと現場スタッフの間の通報体制を強化することを目的としており、こう

したベトナム政府の家畜疾病管理の取り組みを支援するものである。 

 パイロットサイトは、FMD、PRRS、AI が頻発していること、家畜疾病の診断体制が

脆弱であること、ワクチン接種率が低いこと、国境に近く山岳地帯で少数民族も多く

ワクチン接種が難しいこと、等の理由から、国の中央部に位置するクアンナム省から

タンビン郡、ナムジアン郡が選ばれている。パイロットサイトにおけるプロジェクト

の成果については、国の中央部へ適用していくことでインパクトが期待されるため、

サイト選定は妥当であった。 

 JICA ベトナム国別援助計画（2009 年 7 月）は、人口の 4 分の 3 を占める農村部の生

計向上を図るため、そこで生産される農産物の安全性を確保していくことを挙げてい

る。また、家畜疾病など越境性のある課題への対応策として、地域協力を重視してい

る。こうした点から、日本の援助政策との整合性も高い。 

 

(2) 有効性：高い 

 RAHO4 においては、主に短期専門家の指導により診断技術能力が向上した。短期専

門家により多くの診断技術が新たに導入され、OJT が継続的に行われることで職員の

技術が向上し、加えて RAHO4 の職員はプロジェクトによる研修にも多く参加した。

プロジェクト期間中に新たに導入された診断技術の数は、細胞培養、発育鶏卵内培養

によるウイルス分離など 11 である。C/P の間からも、プロジェクトによる RAHO4 の

診断能力強化については、大変高い評価の声が聞かれた。 

 SDAH-QN については、プロジェクト前は診断ラボは存在しなかったが、プロジェク

トからの資機材供与と研修による職員訓練により、2010 年 9 月には診断ラボが立ち上

がり、現在は寄生虫検査、細菌検査を実施できるようになっている。ベトナムにおけ

る ADC-2 国別プログラムの期待される成果の 1 つは、SDAH-QN の診断能力を強化し、

RAHO4 で行われていた業務の一部を自ら実施できるようになることである。これに

ついては、2011 年には基礎的な寄生虫検査・細菌検査については、RAHO4 に送付す

ることなく、SDAH-QN にて行えるようになると見込まれる。プロジェクト期間中に

この成果が達成されなかったのは、機材の納入が遅れ、このために SDAH-QN で予定

されていた短期専門家による OJT が実施できなかったためである。こうしたことから

RAHO4 は、2011 年にスタッフを SDAH-QN に送って技術向上のための研修を継続す

る計画である。 

 パイロットサイトの DVS については、プロジェクトの研修により家畜疾病診断と通報

手続きに関する職員の知識が向上し、また AHW に対しても、ワクチン接種、基礎的

な家畜疾病、通報手続き、家畜衛生管理についての研修が実施された。指標をみると、

研修を受けた AHW の数は 40 人で止まっており、目標人数である 152 人に達していな

い。2010 年は AHW に対してはプロジェクトによる研修が実施されなかったためであ

る。これは、他の AHW はクアンナムを含む 19 郡を対象とした HPAI 統合プログラム
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（フェーズ 2）によって既に研修を受けたことから、DAH が研修の重複を避ける配慮

を行ったためである。 

 ベトナムでは既に通報体制の仕組みが構築されていたが、プロジェクトによる活動を

通して、臨床診断、レポート作成、通報の迅速さといった点で、既存の通報体制の向

上が確認された。現場の AHW は、家畜疾病の症状とその通報の重要性を認識するよ

うになった。DVS から SDAH-QN への通報も、ファクスやインターネットなど通信設

備が普及したおかげで、良くなっている。SDAH-QN 下には 18 の DVS があり、それ

らすべての DVS でファクスか電子メールが使えるようになった。RAHO4 によると、

SDAH-QN から RAHO4 への毎日の通報は、以前は 5 時ごろだったが、 近は規則ど

おり 4 時までに正確に届いている。したがって、DVS から SDAH-QN への毎日の通報

も、規則どおり 3 時までには集まるようになってきていると考えられる。さらに、日

本人短期専門家の勤勉な職務態度に触発されて、職員が正確で時間通りの通報を心が

得るようになったとの声も聞かれた。 

 2010 年には CSF のアクティブサーベイランスが実施された。計画策定が 2010 年の 6

月までずれ込み、SDAH-QN・DVS の職員と AHW で構成された 2 チームが、クアン

ナム省の 3 郡を対象として採材とアンケートを始めたのは 2010 年 8 月になってから

というタイトなスケジュールであった。ELISA と中和抗体試験は RAHO4 で行われ、

実施途中では対象郡で PRRS が発生して影響を受けたものの、関係者の多大な努力で

サーベイランスは終了し、その結果は 2010 年 10 月の第 3 回 EPI ワークショップで発

表された。サーベイランスは、職員が計画からサンプリングまで自ら実施し、疾病管

理と監視システムに対する職員の意識向上につながったという点で高い有効性が認

められた。一方で、そのインパクトと持続性については低いと判断される。期待され

ていたインパクトとしては、ワクチン接種の効果を証明して農家のワクチン接種への

参加を促すことであったが、今回のサーベイランスからワクチン接種率の向上につな

がるような具体的な提案についてはいまだされていない。また、計画、データ解析、

文書化についても、技術的に完結していないことから、現時点においてはプロジェク

ト後のアクティブサーベイランスの再現性についても低いと考えられる。 

 CSF のアクティブサーベイランスと並行して、2010 年に PRRS の疫学調査が短期専門

家の支援を得て全国 3 カ所（北・中央・南部）で、NCVD、RAHO5、RAHO7、バクギ

アン省、ギアライ省、バクリエン省 SDAH により行われた。これは、プロジェクトの

EPI 調査チームが実施する CSF アクティブサーベイランスとは別に実施されたもので

ある。調査によって、PRRS ウイルスの繁殖牧場における長期的な浸潤状況が明らか

にされたが、PRRS は 近でも 2010 年 9 月にベトナムで発生している状況であり、こ

うした調査が PRRS の管理・予報に利用できるようになるには、更なる調査研究が必

要である。 

 PRRS の経験・知見を基に、DAH/NCVD はプロジェクトと合同で、2010 年 9 月に PRRS

に関する研修ワークショップをハノイで開催した。これによってベトナムはプロジェ

クトの域内活動にも貢献したことになる。近年のラオス、カンボジア、ベトナム、中

国、フィリピンでの PRRS の発生もあって、参加者からはワークショップで共有され

た情報や知見について、高い評価があった。 
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 以上の点から、本プロジェクトの 2 つの成果、すなわち家畜疾病の診断技術の強化、

監視通報体制の強化は達成されたと判断される。そしてこれらの成果の達成により、

プロジェクト目標、すなわち現場・地方・中央をつなぐ通報体制は構築され、RAHO4

と SDAH-QN の能力も強化された、と判断される。プロジェクト目標に対して設定さ

れた 2 つの指標も、プロジェクト目標が達成されたことを示している。 

 

(3) 効率性：中程度 

 国別プログラムの円滑な実施支援という点では、RPS と日本人長期専門家がバンコク

ベースであることがマイナスの要因であった。バンコクの専門家がわざわざベトナム

を訪問して資金を支出しなければならないという会計手続きの規定も予算の執行に

時間がかかることになった。当初の会計手続きの問題は円滑なプロジェクト実施の障

害と認識され、DAH と JICA ベトナム事務所との合意に基づいてのちに改定された。 

 活動への投入については、プロジェクト及び C/P 双方からのタイミング、量、質とも

おおむね適切であった。しかし、調達の遅れが国別プログラムの活動に影響を与えた

例がみられた。例えば、SDAH-QN への安全キャビネットの納入が遅れ、SDAH-QN で

予定されていた OJT が延期になった。納入の遅れは JICA 本部の内部予算調整のため

ではあったが、これにより SDAH ラボの立ち上げが 2010 年 9 月まで遅れることとな

った。 

 

(4) インパクト：中程度 

1) 上位目標達成の見込み 

上位目標：地域（6 カ国）レベルで越境性家畜疾病の監視体制が構築される 

 ベトナムは基礎的監視体制については既に存在している。プロジェクトは、対象地

域の監視体制を強化し、更に中央レベルで域内の情報交換と協力を促進した。中央

ラボ所長会議が上位目標達成に向けたひとつの土台として新しく設立された。しか

しながらメンバー国の間で監視能力に依然大きな隔たりがあることから、上位目標

達成に向けた見込みは中程度である。ベトナムでは、プロジェクトの成果は、まず

監視体制が弱いベトナム中央部の他地域に適用されていく必要がある。 

2) その他のインパクト 

 SDAH-QN の能力強化を利用して、近隣の省の SDAH や AHW が、基礎的な寄生虫・

細菌試験のためにサンプルを SDAH-QN に送ってくることも予想され、そうなれば

これらの地域で疾病対応までの時間を短縮できる可能性がある。 

 域内活動は主に RAHO4 を対象に行われ、職員は EPI 調査や動物検疫の域内ワーク

ショップに参加した。ワークショップにおける情報交換だけでなく、その際に得ら

れた関係が今後業務に関する自発的な連絡・やりとりにつながっていく可能性もあ

る。 

 PRRS のアクティブサーベイランスを実施した NCVD については、プロジェクトに

おいて域内ワークショップも主催し、NCVD はその経験・知見・やりとりを基に、

今後も能力向上を図っていける可能性がある。 
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 CSF と PRRS のアクティブサーベイランスについては、現行のワクチン接種プログ

ラムの改善等にこのあと何らかのフィードバックを行う可能性がある。 

 パイロットサイトにおける情報システムの向上は、ベトナム中央部においてモデル

として提示できれば、整備が遅れている中央部の他の SDAH も業務向上につながる

可能性がある。 

 

(5) 自立発展性：中程度 

 RAHO4 は地域のリファレンス・ラボであり、その機能と役割は明確にされているこ

とから、予算もそれに従って配分されている。重要疾病の診断は地域ラボの業務であ

り、診断方法の変更等があった場合は NCVD が指導することが定められている。

RAHO4 はしばしば消耗品が不足することもあり、RAHO4 には適切な備蓄管理が求め

られる。 

 SDAH-QN については、AHW や農家からの要請や材料の持ち込みが増え、ラボ職員が

今後より多くの鑑定を行っていくことが予想されることから、業務を実施することで

寄生虫・細菌の診断に係る検査技術を継続的に向上させていくものと見込まれる。ま

た、RAHO4 の診断能力も強化されており、引き続き SDAH-QN に技術的な研修を提

供していくと思われる。DAH の規則によれば、DAH は SDAH-QN に対して特定の検

査ごとに認証を与えることができるため、SDAH-QN 認証取得を進めれば、職員のラ

ボ診断技術の維持・向上を促すことができる。 

 SDAH-QN の予算の持続性については、クアンナム省政府に大きく依存している。DAH

は SDAH-QN の予算については協力的で、これまで必要に応じてクアンナム省政府あ

てに SDAH-QN への予算配慮について依頼状を書いてきたが、これについては今後も

続けていくものと見込まれる。 

 プロジェクトによる診断技術と通報体制の強化は、報告、パッシブサーベイランス、

AHW の配置、ラボの認証、ワクチン接種ブログラムといった既存の仕組みのうえに

実施されたものであり、プロジェクト後も維持されるものと見込まれる。 

 多くの予算・人的リソースが必要なアクティブサーベイランスについては、持続性は

低いと判断される。プロジェクト終了後、ドナーの支援がなければアクティブサーベ

イランスの実施は難しい。したがって監視通報体制の更なる向上に向けては、パッシ

ブサーベイランスが持続性ある現実的な方法として検討されていくこととなる。 

 

３－６－４ 提 言 

 基礎的な試験を実施し始めた SDAH-QN ラボに対して、DAH、RAHO4 は、OJT の提供

や予算に関する省政府との調整など、SDAH ラボ支援の役割を継続して果たすことを提

言する。DAH からの認証取得については、それを目標に設定することでラボ職員の能力

向上の励みにもなることから、SDAH-QN は認証取得に向けての手続き、ラボ標準マニ

ュアルについて今後学んでいくことが必要である。 

 SDAH-QN は、研修ニーズや新しく導入された機材維持のためのコスト試算などを含む

ラボ強化の詳細計画を作成することを提言する。こうした計画は、SDAH-QN が、DAH

や RAHO4 に対して支援の必要性を効果的に伝えるのに役立つ。SDAH-QN はまた、水
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産物の検査、家畜移動のための証明書発行、家畜疾病についてのラボ診断の業務により、

料金を徴収して収益を上げていくことを提言する。ベトナム南部の幾つかの SDAH は、

こうした本来業務により収益を上げており、SDAH-QN も他の SDAH から学ぶことがで

きる。 

 SDAH-QN は、DAH、RAHO4 とともに、AHW の 5 年ごとの資格更新を、臨床診断と通

報システムに関する研修・講義を AHW に定期的に提供する機会として利用することを

提言する。 

 中間評価では、PRRS チームと EPI 調査チームはアクティブサーベイランスの 終報告

書を作成し、その成果を基に DAH、RAHO4、SDAH、NCVD に政策的フィードバックを

行うことを提言している。PRRS については、得られた知見は 2010 年 9 月に行われた域

内 PRRS 研修ワークショップにおいて共有された。CSF については引き続き、現行のワ

クチン接種の活動にも何らかのフィードバックを行うこととともに、その知見について

は AHW と農家にも共有されることが望ましい。 

 

３－６－５ 教 訓 

 広域プロジェクトが域内、中央、地方、現場の各レベルで活動を行う際には、リソース

の効果的な投入と活動実施のため、各レベルを結ぶ良好なコミュニケーション・チャン

ネルを確立しておくことが大変重要である。また、プロジェクト、JICA 事務所、JICA

本部を結ぶ良好なコミュニケーション・チャネルの確立も重要である。 
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第４章 域内協力の評価 
 

４－１ プロジェクトの実績 

付属資料２「AnnexⅥ」を参照。 

 

４－２ 実施プロセス 

 域内活動の内容は年 2 回開催される RJCC で承認されたうえで実施された。 

 域内活動は主に次の 2 つのねらいをもって実施された。①各国の国別プログラムを促進す

るための域内専門家派遣と域内研修の実施、②中央ラボ所長会議や家畜疾病防除のための

局長レベルのハーモナイゼーション会議の実施といった域内協力の枠組み形成に向けた

取り組みである。 

 域内協力の対象分野は診断、EPI、検疫であった。診断はマレーシアの DVS/VRI、EPI・検

疫はタイの DLD/NIAH が担当した。域内協力の方法としては、まず担当する国で研修やワ

ークショップを開催し、その後、講師が専門家としてメンバー国に派遣されてフォローア

ップ・助言を行った。 

 また、プロジェクト期間中、ラオス、カンボジア、ベトナム、中国、フィリピンで PRRS

の集団発生が発生したため、メンバー国の関心が高まり、PRRS を域内活動のひとつのテ

ーマとして追加した。特にベトナムが積極的にこの課題への対応を表明し、ワークショッ

プの開催や EPI 調査の実施面で協力を行った。また、この課題では、タイ・マレーシアの

専門家だけでなく、ベトナムもカンボジア、ラオスへ専門家を派遣した。 

 

４－３ 5 項目評価結果 

(1) 妥当性：高い 

 各国の政策文書等に明示されている訳ではないが、域内協力を通した越境性の疾病防除

の重要性はメンバー国内で強く認識されている。本プロジェクトが主催した 2009、2010

年の 2 回にわたる各国の局長レベル会議で、家畜移動の管理システムのハーモナイゼー

ションに向けた合同声明が採択されたことからも、課題対応の重要性への認識が高いこ

とが分かる。 

 タイと日本のパートナーシップで第三国を支援することは、タイに対する日本政府の重

要な援助計画のひとつである。また、マレーシアに対する日本政府の援助計画でも域内

協力が重視されている。この点から、本プロジェクトは日本の援助方針と整合性がある。 

 

(2) 有効性：高い 

本プロジェクトによる重要な成果は次のとおりである。 

 まず、家畜疾病防除のための域内協力のための枠組みづくりのベースができたことが挙

げられる。RJCC での協議や域内ワークショップの場で域内協力の枠組みづくりの重要

性が議論され、その結果を受けて、プロジェクトが主催して 2 回局長級会議を開催した。

この会議では、家畜移動の管理システムのハーモナイゼーションに向けた基本的方向性

と優先課題についてメンバー国が合意し、共同声明が採択された。 
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 次に本プロジェクトではメンバー国の中央研究所間の所長会議の開催をリードした。こ

れまでに 2 回合同会議が開催され、域内の中央研究所間のネットワーク構築と診断方法

や手続きの共通化に向けた協議が開始された。この枠組みは技術面で域内のハーモナイ

ゼーションを促進するうえで有効である。 

 本プロジェクトでマレーシア（DVS）、タイ（DLD）、ベトナム（DAH）が専門家派遣や

研修を主導的に行った。これらの活動を通して、この 3 カ国がミャンマー、ラオス、カ

ンボジア等周辺国を支援するためのノウハウ、経験を蓄積したことも重要な本プロジェ

クトの意義であった。 

 本プロジェクトで各国が実施した国別プログラムは、域内専門家の支援を受けて実施さ

れ、PRRS の調査など EPI 調査の結果は、本プロジェクトのワークショップで発表され

た。各国の EPI 調査の結果 6 編はプロジェクト終了までに論文にまとめられ、メンバー

国間で共有される予定である。このような形で各国の実績・課題が共有されることも重

要な到達点である。 

 域内協力の各国・組織・個人レベルでの効果を明確に測定することは難しいが、次のよ

うな定性的な効果が認められる。 

 域内専門家によるメンバー国への支援活動を通して、双方のスタッフ間にインフォ

ーマルなコミュニケーションの形成と技術交換が見られるようになった。 

 研修ののち、各国でのフォローアップを実施したことで、専門家が各国の現状を理

解して彼らの現状にあった助言ができるようになった。具体的な例として、タイ専

門家の助言を受けながら、カンボジアとラオスが検疫システム・手続き規定を作成

している。また、マレーシアの専門家はカンボジア、ラオスなどに見合った簡易な

寄生虫検査の方法を紹介するなど、適正技術の移転という観点から有効性が認めら

れる。 

 研修講師を務めるにあたって研修内容の十分な理解が必要となり、講師の自己学習

を促した。 

 

(3) 効率性：中程度 

 ADC-2 では、DLD は潜在的なドナーとしての役割を果たすことが期待されていた。DLD

はフェーズ 1 での近隣国支援、TICA の研修プログラムの実施、FAO/OIE プロジェクト

での専門家派遣などの経験を有しており、効率的に研修、ワークショップ、専門家派遣

等を実施してきている。ただし、2009 年は金融危機の影響から緊縮予算となり、タイで

の幾つかの活動をキャンセルするなど影響が出た。 

 評価調査団による質問票調査によれば、日本からの短期専門家、タイ・マレーシアの域

内専門家の役割は受入国・機関からおおむね高く評価されており、人的投入の有効性は

高かった。 

 6 カ国を包括する域内協力プロジェクトという性格から、6 カ国の実施機関、研究機関、

パイロットサイトの関係者、各国の専門家、JICA 現地事務所など関係者が多く、膨大な

ロジスティクス・調整業務が発生し、PRS と各国の NC への負担が大きくなった。この

ため、技術面以外のそうした業務に多大な時間と労力を割くこととなった。また、特に

プロジェクトの初期段階で、各国 JICA 事務所の会計ルールが異なるため、予算が円滑
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に活動に投下できないといった課題があった。こうした要因から本プロジェクトではロ

ジスティクス・手続き面の非効率さが大きな阻害要因となった。 

 

(4) インパクト：中程度 

 域内活動を通してメンバー国間のコミュニケーションが密になり、良好な関係が強化さ

れたことは、越境性家畜疾病を防除するうえで重要な財産であり、潜在的に大きなイン

パクトとなる。特に、家畜疾病の集団発生が発生した場合、組織・個人レベルで培われ

たフォーマル・インフォーマルな情報チャンネルを生かして、必要なアクションをとる

ために情報交換を行うことができるであろう。 

 本プロジェクトが主導して、各国の局長レベル会議で、家畜移動の管理システムのハー

モナイゼーションに向けた方向性と優先度の確認を行った。このため、今後、メンバー

国間でシステムの調整や共通化が促進されることが期待される。ただし、今後、具体的

にハーモナイゼーションの成果を上げていくためには、地域内の包括的な政策的枠組み、

各国の強いコミットメントとリソースの提供など具体的な措置が必要である。 

 

(5) 自立発展性：中程度 

 タイ（DLD）とマレーシア（DVS）は組織的にも職員レベルでも、域内協力のための職

員派遣や研修実施など通して主導的な役割を果たすことに積極的であり、協力の枠組み

や予算が確保されれば、プロジェクト後も継続して域内協力を進めたいとの意向をもっ

ている。 

 本プロジェクトで設立を支援したメンバー国の中央研究所長会議（フォーラム）は、技

術交換を通したメンバー国間の連携とハーモナイゼーションを技術面から支援するもの

として期待される。FAO と OIE のバンコク事務所は、プロジェクト後は、本プロジェク

トに代わりこのフォーラムの開催をサポートすることを表明しており、継続性は担保さ

れる見込みである。 

 本プロジェクト以外にもメンバー国では二国間、複数国間での協力活動を実施している。

例えば、DLD はラオスの DLF と局間の協力合意があり、タイ側が診断や検疫の分野で

研修を行うといった活動を行っている。また、省レベルでもタイとラオスが合同で南部

ラオスのチャンパサック県で FMD コントロールのためのパイロット事業を実施してい

る。マレーシアの DVS は第三国に対する技術支援に積極的で、首相府経済企画院

（Economic Planning Unit：EPU）も予算面で協力的である。ベトナムはラオス、カンボ

ジアとそれぞれ二国間の年次協議をもち、同時に両国に対してラボ職員を派遣したり、

FMD ワクチンの供与を行うといった域内活動を行っている。このため、規模は縮小され

るが、技術面の域内協力活動はプロジェクト後も主に二国間の枠組みのなかで維持され

ていく。 

 このように技術面での継続性はある程度確保されることが見込まれるが、家畜移動の管

理システムのハーモナイゼーションについては共同声明は出されたが、プロジェクト後

もその活動を担う制度・組織面の裏付けがなく、予算確保のめどもないため、継続性は

高くない。 
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４－４ 提 言 

 家畜移動の管理システムのハーモナイゼーションについては共同声明は出されたが、具体

的な成果を上げるための措置を各国で十分協議することを提案する。 

 

４－５ 教 訓 

 地域協力プロジェクトでは、さまざまな関係者が複数国から参加するため、プロジェク

ト・マネジメントについて共通理解を得ることが重要になる。特に、各国のキー・パーソ

ンに対しては PCM の考え方、PDM、PO の作成方法などについてプロジェクトの初期段階

で十分な理解を得るための研修を提供することが重要である。 

 地域協力では JICA現地事務所ごとに調達や会計の手続き方法に違いがあり、これがADC-2

ではロジスティクス業務が非効率となった一因であった。このため、プロジェクト開始前

に各事務所と十分協議して、手続きを共通化させることが重要である。 

 本プロジェクトでは現場でのオペレーションへの支援が不十分であったため、実施を前進

させるのに長い時間がかかった。相手国側の現場での実施能力を見極め、必要な人材配置

と指導を行うことが、現場活動の円滑化に非常に重要である。 

 ADC-2 では域内活動だけでなく各国がパイロット事業にも取り組んだ。地域協力プロジェ

クトで同様の事業コンポーネントをもつ場合、直接的な現場へのサポートが弱くなり、業

務量も増加するため、現場にアシスタントを配置するなど現場のマネジメントを補強する

ことも要検討事項である。 



－39－ 

第５章 結論及びフォローアップ状況 
 

５－１ 結 論 

対象 6 カ国の地理的条件、経済的条件の違いからプロジェクトで求められている技術は異なっ

ているが、「地域を通じた検疫システムの構築」「EPI 手法の導入」「個別診断技術の向上」につい

ては、各国国内プログラムの実施を通じ、各国の状況に応じた体制がある程度整備できたと考え

る。 

また、域内においては、中央ラボ所長会議、動物検疫フォローアップ研修、EPI ワークショッ

プ等の実施を通じ、タイ、マレーシア、ベトナムの専門家が域内専門家として各国のニーズに見

合った技術指導を行うことができたことは、域内協力の成果のひとつとして評価できるものと考

える。したがって、本プロジェクトの成果を踏まえ、プロジェクト目標はおおむね達成されてい

ることから、2011 年 2 月をもって、本プロジェクトを終了することが妥当であると判断した。 

 

５－２ フォローアップ状況 

ラオスにおいては、JICA のシニア海外ボランティアが 2011 年 1 月にビエンチャンにある NAHC

に配置される。ボランティアの協力によってプロジェクトの成果が持続、活用されることが期待

できる。 
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第６章 総     括 
 

６－１ 団長所感 

プロジェクト後半における大きな活動のひとつであった各国におけるアクティブサーベイラ

ンスについて、その活動自体のサスティナビリティにおいて、低い評価をつけざるを得なかった。

しかしながら、集中的かつ計画的なアクティブサーベイランスは、その必要性が高く認識され、

資金面の確保が伴い、特には重要感染症の発生時や発生リスクが高まっているときなどに行われ

る。したがって、平時から、必要なときにアクティブサーベイランスの実施が可能な技術的、組

織的な整備をしておくことが重要である。 

すなわち今回活動において、EPI 調査の計画作成からロジスティクスの準備、サンプルの収集、

ラボ分析、データ分析からレポート作成までの一連の過程を集中的に実施、経験した。これによ

り、プロジェクトの目的とする「家畜疾病の監視能力の向上」のための基礎的な技術的、体制的

な強化が行われた点は、評価しておきたい。 

現場レベルの疾病監視の中核をなす地方ラボは、各国で実施された国内プログラムにより技術

的には一定レベルの強化が実現した。しかしながら、特にラオス、カンボジアのように、それま

で地方ラボがないかまたはほとんど機能していなかったところにおいては、地方ラボが日常的な

検査診断活動に十分機能している状況にはない。これは、ラボ検査診断の畜産現場からの需要が

十分になく、検査サンプルが少ないことが主な理由である。どちらが先かの問題はあるが、ラボ

の整備に併せて現場ニーズの把握や発掘、また獣医技術者の啓発が必要とされる。 

現状、JICA としてこの地域における当該分野における具体的な協力案件実施に向けた動きはな

い。この状況において、今回プロジェクトによる活動や成果の持続的な発展は、FAO、OIE、IFAD

の国際機関や、EU、Aus-AID、などの他ドナー支援に期待されるところが大きい。 

具体的には、FAO、OIE のイニシアティブによる GF-TAD メカニズムに沿い、EU や IFAD-ADB

が獣医サービス強化と家畜衛生改善の分野の協力を表明支援している。Aus-AID は現在の

SEAC-FMD や HPAI 対策を発展させる形で、長期的なイニシアティブ枠組みとして Stop 

Transboundary Animal Disease and Zoonosis（STANDZ）を設定し、具体的なプロジェクト形成の段

階にある。また、プロジェクトで支援した中央ラボネットワークフォーラムは、既に FAO が継続

支援を約束している。 
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１．日 程 

２．終了時評価調査ミニッツ 

３．PDM 



月日 曜日 日順 評価分析1（奥田） 宿泊 評価分析2（藤本） 宿泊

12月5日 日 1 成田11:00→ハノイ15:25(VN955)16:55→ダナン18:10(VN313) ダナン 成田11:30→バンコク16:30(TG643）､18:25→プノンペン19:40(TG584) プノンペン

12月6日 月 2
ダナン管区家畜衛生地域事務所(RAHO)調査
クアンナム移動(陸路)

クアンナム
午前：事務所打合せ
午後：家畜衛生生産局､国立獣医学研究所(NaVRI)

プノンペン

12月7日 火 3

クアンナム省家畜衛生局(SDAH-QN)、ラボ
SDAH-タンビン郡獣医事務所（ナムジアン郡獣医事務所関係者ヒアリン
グ）
タンビン郡-ダナン移動（陸離）

ダナン
午前：コンポンチャム移動(陸路)
午後：県家畜衛生生産事務所(PAHPO)、ラボ

コンポンチャム

12月8日 水 4
ダナン管区家畜衛生地域事務所(RAHO)調査
ダナン16:55-ハノイ18:05(VN312)

ハノイ
午前：プレイチョ移動（陸路）
午後：パイロットプロジェクト調査
プレイチョ→プノンペン（陸路）

プノンペン

12月9日 木 5 DAH聞き取り/ベトナム評価報告書作成 ハノイ カンボジア評価報告書作成 プノンペン

12月10日 金 6
午前：DAH報告
午後：事務所報告

ハノイ
午前：家畜衛生生産局､NaVRI
午後：事務所報告

プノンペン

12月11日 土 7 ハノイ14:10→クアラルンプール18:40(MH753) クアラルンプール プノンペン15:50→ビエンチャン17:20(VN840) ビエンチャン

12月12日 日 8 資料整理 クアラルンプール 資料整理 ビエンチャン

12月13日 月 9
午前：事務所打合せ
午後：農業省獣医サービス局(DVS)、ジョホールバルヘ移動(陸路)

ジョホール
午前：事務所打合せ
午後：農林省畜水産局(DLF)、国立家畜衛生センター(NAHC)打合せ

ビエンチャン

12月14日 火 10 ジョホールバル州DVS､リージョナルラボ ジョホール
午前：ビエンチャン→サバナケット（陸路）
県農林事務所(PAFO)、県ラボ
午後：カイソン郡パイロットプロジェクト調査

サバナケット

12月15日 水 11
午前：ポンティアン郡移動(陸路)
午後：パイロットプロジェクト調査、クアラルンプールへ移動（陸路）

クアラルンプール
午前：ソンコン郡パイロットプロジェクト調査
午後：サバナケット-ビエンチャン（陸路）

ビエンチャン

12月16日 木 12 マレーシア評価報告書作成 クアラルンプール ラオス評価報告書作成 ビエンチャン

12月17日 金 13
午前：DVS報告
午後：事務所報告

クアラルンプール
午前：DLF､NAHC報告
午後：事務所報告、ビエンチャン21:50→バンコク22:55

機内

12月18日 土 14 クアラルンプール10:05→ヤンゴン11:15(MH740) バンコク バンコク23:50-成田07:30（TG642)

12月19日 日 15 資料整理 ヤンゴン

12月20日 月 16
午前：事務所打合せ
午後：畜水産省家畜改良獣医局(LBVD)

ヤンゴン

12月21日 火 17

午前：ヤンゴン6:30-マンダレー8:35(6T401)
マンダレーLBVD、RVLラボ協議
午後：ピンウールイン移動、ピンウールインパイロットプロジェクト調
査

マンダレー

12月22日 水 18
午前：アマラプラ移動(陸路)
午後：アマラプラパイロットプロジェクト調査
マンダレー16:10 (W9109)-ヤンゴン18:15

ヤンゴン

12月23日 木 19 ミャンマー評価報告書作成 ヤンゴン

12月24日 金 20
午前：LBVD報告
午後：事務所報告、ヤンゴン19:40-バンコク21:35(TG306)

機内

12月25日 土 21 バンコク22:35-成田06:15(TG640)

月日 評価分析3(井田）/官団員 宿泊

1月3日 月 8 【井田】成田11:30→バンコク16:30(TG643) バンコク

1月4日 火 9
午前：事務所打合せ
午後：畜産振興局打合せ、専門家打合せ

バンコク

1月5日 水 10
午前：バンコク6:15-チェンマイ7:25(TG100)-メーホンソン(陸路)
午後：動物検疫所及び関連施設

メーホンソン

1月6日 木 11
午前：メーホンソン調査
午後：チェンマイ16:00-バンコク17:10(TG113)

バンコク

1月7日 金 12
午前：タイ評価報告書作成
午後：DLD報告

バンコク

1月8日 土 13 資料整理 バンコク

1月9日 日 14 【多田、窪田、日高】成田10：45→バンコク15：45（TG641） バンコク

1月10日 月 15 域内活動調査（於 農業共同組合省畜産振興局） バンコク

1月11日 火 16 域内活動調査（於 農業共同組合省畜産振興局） バンコク

1月12日 水 17 域内活動報告書作成（於 農業共同組合省畜産振興局） バンコク

1月13日 木 18 域内活動報告書作成（於 農業共同組合省畜産振興局） バンコク

1月14日 金 19
午前：畜産振興局及びプロジェクト事務局報告
午後：事務所報告、バンコク22:35→

機内

1月15日 土 20 成田06:15(TG640)

ADC-2　終了時評価日程
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